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近
代
日
本
研
究
第
三
十
四
巻
（
二
〇
一
七
年
）

資
料
紹
介明

治
期
慶
應
義
塾
へ
の
朝
鮮
留
学
生
（
四
）

姜
兌
�
・
具
知
會
・
西
沢
直
子

本
稿
で
は
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
学
部
來
去
文
」（
奎
一
七
七
九
八
）
か
ら
、
慶
應

義
塾
へ
の
留
学
生
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
駐
日
公
使
と
外
部
大
臣
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
類
を
取
り

上
げ
、
本
国
の
外
部
と
そ
の
出
先
機
関
で
あ
る
駐
日
公
使
館
の
留
学
生
へ
の
対
応
を
み
て
き
た
が
、
今
回
は
学
部
と
外
部
と
の
間

で
交
わ
さ
れ
た
文
書
を
参
照
し
、
留
学
生
た
ち
の
学
業
や
生
活
の
状
況
に
加
え
、
彼
ら
が
「
官
費
」
留
学
生
と
し
て
ど
の
よ
う
な

管
理
体
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
八
月
に
、
慶
應
義
塾
と
朝
鮮
政
府
学
部
大
臣
李
完
用
と
の
間
に
留
学
生
の
委
託
契
約
が
結
ば

れ
、
留
学
生
た
ち
は
学
部
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
東
京
に
お
い
て
留
学
生
た
ち
を
直
接
監
督
で
き
る
の
は
、

駐
日
公
使
で
あ
り
公
使
館
の
人
び
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
公
使
館
で
は
、
留
学
生
の
病
気
や
そ
の
親
族
の
死
亡
に
よ
る
帰
国
願

い
な
ど
、
予
定
外
に
起
こ
っ
て
く
る
出
来
事
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
公
使
館
は
外
部
管
轄
下
の
組
織
で
あ
る
か

ら
、
学
部
に
対
し
て
直
接
指
示
を
仰
ぐ
わ
け
に
も
、
ま
た
直
接
そ
の
指
令
を
受
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
旦
外
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部
を
通
し
て
の
や
り
と
り
と
な
る
。
何
か
問
題
が
生
じ
れ
ば
、
駐
日
公
使
は
ま
ず
外
部
大
臣
宛
に
伺
い
、
外
部
大
臣
は
学
部
大
臣

に
照
会
し
て
、
学
部
大
臣
か
ら
外
部
大
臣
へ
返
信
し
、
外
部
大
臣
か
ら
公
使
館
に
結
果
が
伝
え
ら
れ
る
。
学
部
大
臣
か
ら
駐
日
公

使
館
に
対
す
る
照
会
や
指
示
が
あ
る
場
合
も
同
様
で
、
逆
の
経
路
を
た
ど
る
。
今
回
紹
介
す
る
文
書
と
前
回
前
々
回
に
紹
介
し
た

も
の
を
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
面
倒
な
や
り
と
り
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
今
回
対
象
と
し
た
の

は
、
紙
幅
の
関
係
で
明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
五
月
か
ら
十
二
月
ま
で
で
あ
る
。

ま
た
、
前
回
に
引
き
続
き
「
駐
日
公
使
館
日
記
」（
前
出
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
、
奎
一
五
七
二
五
）
か
ら
、
留
学
生
や

福
沢
諭
吉
に
関
係
す
る
記
事
を
紹
介
す
る
。
今
回
は
、
建
陽
元
（
一
八
九
六
）
年
の
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
を
対
象
と
し
た
。

翻
刻
お
よ
び
和
訳
文
、
注
の
作
成
は
、
以
下
の
原
則
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

凡
例

一
、
漢
字
に
つ
い
て
は
様
々
な
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
朝
鮮
側
の
史
料
や
文
献
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
現
在
韓
国

で
、
日
本
側
の
史
料
や
文
献
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
現
在
日
本
で
通
常
使
用
さ
れ
て
い
る
字
体
を
用
い
た
。
但
し
、
朝
鮮
時

代
の
年
号
や
人
名
、
一
部
の
固
有
名
詞
に
は
原
文
の
字
体
を
残
し
た
も
の
も
あ
る
（
例

慶
應
義
塾
）。

二
、
原
文
の
体
裁
は
、
意
図
さ
れ
た
改
行
、
平
出
、
欠
字
の
み
を
残
し
た
。

三
、
和
訳
は
逐
語
訳
に
は
せ
ず
、
文
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
意
味
が
わ
か
り
や
す
い
言
葉
は
、
な
る
べ
く
原

文
に
あ
る
言
葉
を
使
用
し
た
。
ま
た
前
後
関
係
等
か
ら
言
葉
を
補
う
際
に
は
、（

）
を
付
し
た
。

四
、
す
で
に
同
内
容
の
文
章
を
紹
介
し
て
い
る
場
合
に
は
、
和
訳
を
省
き
、【

】
で
参
照
文
章
や
文
章
の
性
格
を
示
し
た
。

五
、
記
述
の
典
拠
と
な
る
文
献
史
料
は
﹇

﹈
で
示
し
た
。
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六
、
留
学
生
の
出
身
、
父
兄
名
、
入
学
時
期
、
年
齢
な
ど
の
記
載
は
、
原
則
と
し
て
慶
應
義
塾
入
学
時
の
記
録
で
あ
る
「
慶
應
義

塾
入
社
帳
」（
復
刻
版
『
慶
應
義
塾
入
社
帳
』、
慶
應
義
塾
、
一
九
八
六
年
、
以
下
『
入
社
帳
』）
に
よ
っ
た
。

七
、
頻
出
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
た
。

大
韓
民
国
文
教
部
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
韓
帝
國
官
員
履
歴
書
』
探
求
社

一
九
七
二
年

→

『
官
員
履
歴
』

韓
国
精
神
文
化
研
究
院
編
『
韓
國
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』
全
二
十
八
巻

韓
国
精
神
文
化
研
究
院

一
九
九
一
年

（http://encykorea.aks.ac.kr

）→

『
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』

国
史
編
纂
委
員
会
編
『
高
宗
時
代
史
』
全
六
集

探
究
堂

一
九
六
七
〜
一
九
七
二
年
（http://db.history.go.kr/item

/

level.do?item
Id=gj

）→
『
高
宗
時
代
史
』

国
史
編
纂
委
員
会
編
『
韓
国
近
現
代
人
物
資
料
』（http://db.history.go.kr/item

/level.do?item
Id=im

）→

『
韓
国
近
現
代

人
物
資
料
』

大
垣
丈
夫
編
『
朝
鮮
紳
士
大
同
譜
』
朝
鮮
紳
士
大
同
譜
発
行
事
務
所

一
九
一
三
年→

『
朝
鮮
紳
士
大
同
譜
』

八
、
注
の
記
載
の
典
拠
と
し
た
韓
国
史
関
係
資
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

韓
国
歴
代
人
物
総
合
シ
ス
テ
ム

韓
国
学
中
央
研
究
院
が
運
営
す
る
歴
代
人
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム

（http
://people.aks.ac.kr

）。

韓
国
古
典
総
合D

B

韓
国
古
典
翻
訳
院
の
刊
行
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（http://db.itkc.or.kr

）。

「
大
韓
帝
國
職
員
録
」
一
九
〇
八
年
大
韓
帝
国
の
職
員
録
。
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
の
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
可
能

（http://db.history.go.kr/item
/level.do?item

Id=jw

）。

「
朝
鮮
總
督
府
職
員
録
」
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
の
朝
鮮
総
督
府
の
職
員
録
。
同
右
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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閲
覧
可
能
。

「
官
報
」
一
八
九
四
年
六
月
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
官
報
は
、
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能

（http
://w
w
w
.nl.go.kr

）。

「
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
」
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
の
駐
韓
日
本
公
使
館
の
文
書
。
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
所

蔵
。
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
可
能
（http

://db.history.go.kr/item
/level.do?item

Id=jh

）。

「
朝
鮮
紳
士
寶
鑑
」
日
帝
時
代
初
期
に
朝
鮮
の
王
族
、
日
帝
か
ら
爵
位
を
授
与
さ
れ
た
朝
鮮
人
貴
族
及
び
社
会
名
士
の
住

所
、
家
系
、
官
職
経
歴
、
学
歴
、
勲
章
、
爵
位
内
訳
等
を
記
載
し
た
紳
士
録
。
朴
泳
孝
、
李
完
用
、
朴
齊
純
等
初
期
親
日
派

の
多
く
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
独
立
記
念
館
韓
国
独
立
運
動
情
報
シ
ス
テ
ム
で
閲
覧
可
能
（http

://search.i815.or.kr/sub-

Collection.do

）。

「
承
政
院
日
記
」
朝
鮮
時
代
承
政
院
（
王
命
の
出
納
を
管
掌
す
る
所
）
で
処
理
し
た
王
命
出
納
、
行
事
、
事
務
、
儀
礼
事
項

等
を
記
録
し
た
日
記
。
一
六
二
三
年
三
月
か
ら
一
九
一
〇
年
八
月
ま
で
の
記
録
が
、
三
二
四
三
冊
の
筆
写
本
と
し
て
残
っ
て

い
る
。
二
〇
〇
一
年
ユ
ネ
ス
コ
世
界
記
録
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
可
能
（http

://sjw
.history.go.

kr

）。
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Ⅰ
「
學
部
來
去
案
」

一
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
完
用
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
五
月
二
十
七
日
（
一
八
九
五
年
六
月
十
九
日
）

學
部
大
臣
李
（
1
）

完
用

爲

照
會
事
本
部
�
�
學
生
（
2
）

五
人
�
遴
選
�
�
日
本
東
京
�
前
往
留
學
�
�
故
�
該
學
生
�
姓
名
�
年
紀
�
居
籍
�
另
開
淸
冊
�
�

玆
�
照
會
�
	



貴
大
臣
�
照
諒
�
	
�
駐
日
本
全
權
公
使
�

知
照
�
	
�
該
學
生
等
�
保
護
周
全
�

�
�
�
嗣
後
凡
屬
學
生
身
分
上
事
件

�
該
公
使
�
一
切
照
管
�

�
�
�
�
�
�
�
須
至
照
會
者

右

照

會

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

開
國
五
百
四
年
五
月
二
十
七
日

学
部
に
お
い
て
学
生
五
人
を
選
別
し
、
日
本
東
京
へ
留
学
さ
せ
る
の
で
、
当
該
学
生
の
姓
名
と
生
年
月
日
、
住
所
を
送
る
。
外
部

大
臣
は
確
認
の
上
、
駐
日
本
権
公
使
に
知
ら
せ
、
公
使
が
当
該
学
生
を
保
護
し
、
一
切
を
監
督
す
る
よ
う
に
願
う
。

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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注（
1
）
李
完
用
（
一
八
五
八
〜
一
九
二
六
）
一
八
八
六
年
か
ら
奎
章
閣
待
敎
、
駐
美
公
使
館
参
賛
官
、
駐
美
臨
時
代
理
公
使
事
務
を
歴
任
、

一
八
九
〇
年
帰
国
し
、
一
八
〇
五
年
ま
で
駐
日
本
国
全
権
公
使
・
外
部
協
辦
・
学
部
大
臣
・
外
部
大
臣
な
ど
を
歴
任
す
る
。
一
九
〇
七
年

は
議
政
府
参
政
大
臣
・
内
閣
総
理
大
臣
、
一
九
一
三
年
に
は
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
副
議
長
。﹇『
朝
鮮
紳
士
宝
鑑
』﹈

（
2
）
学
生
五
人

二
日
後
の
外
部
大
臣
の
返
事
に
よ
る
と
、
学
生
五
人
は
女
学
生
で
あ
り
李
登
天
、
李
開
一
、
李
元
化
、
許
観
化
、
童
蒙
の

延
振
出
で
あ
ろ
う
。
留
学
先
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
学
生
五
人
に
つ
い
て
は
、
開
国
五
百
四
年
閏
五
月
十
一
日
（
一
八
九
五
年

七
月
三
日
）
付
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
高
永
喜
差
出
文
書
（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
五
八
頁
〜
掲
載
）
参
照
。

二
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
完
用
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
五
月
二
十
七
日
（
一
八
九
五
年
六
月
十
九
日
）

學
部
大
臣
李
完
用

爲

照
會
事
本
部
�
�
學
生
�
選
拔
�
�
日
本
�
留
學
�
者
前
後
凡
一
百
四
十
（
1
）

一
人
也
近
者
�
或
言
�
聞
�
�
�
該
學
生
等
�
學
業

�
着
意
	


�
�
�
游
嬉
玩
賞
�
寓
心
�
�
隣
國
�
羞
�
貽
�
�
�
�
�
傳
說
�
確
信
	

�
�
�
本
政
府
�
�
飭
勉
�
�
可

�
已
	

�
�
�
全
權
公
使
�
行
將
登
程
�
�
�

貴
部
�
�
該
公
使
�
�
知
照
�
�
�
諸
學
生
�
勉
强
�
�
責
�
專
委
�
�
過
誤
�
免
�
�
實
業
�
修
�
�
�
�
�
可
�
�
�
貴

大
臣
�
照
�
�
�
�
須
至
照
會
者

右

照

會

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下
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開
國
五
百
四
年
五
月
二
十
七
日

【
開
国
五
百
四
年
五
月
三
十
日
（
一
八
九
五
年
六
月
二
十
二
日
）
付
駐
日
特
命
全
権
公
使
高
永
喜
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出
文
書

（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
五
三
頁
〜
掲
載
）
参
照
】

注（
1
）
一
百
四
十
一
人

前
掲
外
部
大
臣
差
出
文
書
に
は
慶
應
義
塾
に
留
学
し
て
い
る
者
が
「
六
百
四
十
一
人
」
と
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
不
明

で
あ
る
。
朝
鮮
留
学
生
は
一
八
九
四
年
に
は
九
人
、
翌
年
の
一
八
九
五
年
は
百
十
三
人
の
留
学
生
が
派
遣
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
百
四
十

一
人
に
近
い
数
に
な
る
。

三
、
學
部
大
臣
李
完
用
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
五
月
二
十
九
日
（
一
八
九
五
年
六
月
二
十
一
日
）

外
部
大
臣
金
允
植

照
覆
事
照
得
本
月
二
十
七
日
�
接
准

貴
照
會
內
開
本
部
所
管
學
生
五
人
保
護
云
云
等
因
閱
悉
除
將
此
當
經
札
飭
駐
日
本
公
署
外
�
相
應
備
文
照
會
�
�
�
請
煩

貴
大
臣
�
照
亮
�
�
�
可
也
須
至
照
覆
者

右

照

覆

學
部
大
臣
李
完
用
閣
下

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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開
國
五
百
四
年
五
月
二
十
九
日

本
月
二
十
七
日
に
学
部
か
ら
達
し
た
照
会
は
「
学
部
所
管
の
学
生
五
人
を
保
護
云
々
」
に
関
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
駐
日
公
使
館

ほ
か
に
文
書
を
以
て
照
会
す
る
。
学
部
大
臣
は
了
承
く
だ
さ
る
よ
う
願
う
。

四
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
完
用
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
閏
五
月
一
日
（
一
八
九
五
年
六
月
二
十
三
日
）

學
部
大
臣
李
完
用

爲

照
會
事
漢
城
居
�
�
女
人
金
（
1
）

蘭
史
�
年
今
二
十
八
�
�
�
本
年
三
月
�
學
資
金
�
自
辦
�
�
日
本
�
留
學
�
�
	


現
今
本
部

�
�
學
員
�
派
遣
�
�
該
金
蘭
史
�
本
部
監
督
內
�
同
參
�

�
情
願
�
�
�
�


勸
學
之
義
�
來
不
可
拒
故
�
特
爲
許
施
�

�
�
玆
以
仰
佈
�
�


請
貴
大
臣
�
査
照
�
�
駐
箚
日
本
公
使
�
�
知
照
�
�
該
女
學
員
金
蘭
史
�
官
費
學
員
例
�
一
視
監
督

�
�
�
�
�
須
至
照
會
者

右外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

〔
マ
マ
〕

開
國
五
百
四
年
閏
月
一
日

【
開
国
五
百
四
年
閏
五
月
四
日
（
一
八
九
五
年
六
月
二
十
六
日
）
付
駐
日
特
命
全
権
公
使
高
永
喜
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出
文
書

（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
五
四
頁
〜
掲
載
）
参
照
】
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注（
1
）
金
蘭
史
『
入
社
帳
』
に
よ
れ
ば
慶
應
義
塾
入
学
は
十
月
。『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
「
お
わ
り
に
」
参
照

五
、
學
部
大
臣
李
完
用
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
閏
五
月
四
日
（
一
八
九
五
年
六
月
二
十
六
日
）

外
部
大
臣
金
允
植

爲

照
覆
事
照
得
本
月
二
日
�
接
准

貴
照
會
內
開
漢
城
居
女
人
金
蘭
史
�
本
年
三
月
間
�
前
往
日
本
�
�
留
學
肄
業
而
該
女
人
�
現
請
入
參
本
部
監
督
一
事
�
閱
悉

�
�
�
除
將
此
業
經
札
知
駐
箚
日
本
公
使
外
�
相
應
文
文
照
覆
請
煩

貴
大
臣
	
照
亮
�
�


可
也
須
至
照
覆
者

右

照

覆

學
部
大
臣
李
完
用
閣
下

〔
マ
マ
〕

開
國
五
百
四
年
閏
月
四
日

【『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
五
四
頁
〜
参
照
。
前
掲
四
の
照
会
を
受
け
て
、
駐
日
公
使
他
へ
の
対
応
を
学
部
大
臣
に
報
告
し

た
も
の
。】

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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六
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
完
用
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
閏
五
月
八
日
（
一
八
九
五
年
六
月
三
十
日
）

第
四
號

學
部
大
臣
李
完
用

爲

照
會
事
日
本
僧
佐
野
（
1
）

前
勵
回
國
時
帶
去
學
員
三
人
曺
（
2
）

秉
柱
徐
（
3
）

廷
岳
李
（
4
）

廈
榮
現
住
日
本
西
京
靜
岡
縣
諸
寺
該
僧
之
出
義
勸
學
其
意
可

感
而
該
學
員
等
離
羣
獨
學
恐
難
成
就
應
飭
高
公
使
招
致
該
學
員
等
移
赴
慶
應
義
塾
同
窓
下
工
實
合
事
宜
請
煩

貴
大
臣
査
此
辦
理
可
也
須
至
照
會
者

右

照

會

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

開
國
五
百
四
年
閏
五
月
八
日

【
開
国
五
百
四
年
閏
五
月
九
日
（
一
八
九
五
年
七
月
一
日
）
付
駐
日
特
命
全
権
公
使
高
永
喜
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出
文
書
（『
近

代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
五
六
頁
〜
掲
載
）
参
照
】

注（
1
）
佐
野
前
励
（
2
）
曺
秉
柱
（
3
）
徐
廷
岳
（
4
）
李
廈
榮

各
人
物
に
つ
い
て
は
三
十
三
巻
参
照

358



七
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
完
用
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
閏
五
月
十
四
日
（
一
八
九
五
年
七
月
六
日
）

照
會
第
五
號

�
學
生
安
（
1
）

吉
堂
�
日
本
東
京
�
前
往
留
學
�
事
�
不
日
登
程
�
�
�
玆
�
照
會
�
�
	

照
亮
�
�


高
公
使
�
�
知
照
�
�

向
前
留
學
�

學
員
例
�
一
視
監
督
�
�
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
閏
五
月
十
四
日

學
部
大
臣
李
完
用

外
部
大
臣
金
允
植

閣
下

女
学
生
安
吉
堂
が
、
留
学
の
た
め
日
本
東
京
に
行
く
予
定
で
あ
る
。
外
部
大
臣
は
高
公
使
に
知
ら
せ
、
留
学
生
の
事
例
に
沿
っ
て

監
督
す
べ
き
こ
と
。

注（
1
）
安
吉
堂

一
八
九
五
年
七
月
二
十
四
日
付
の
『
読
売
新
聞
』
に
よ
る
と
、「（
前
略
）
其
女
学
生
は
養
蚕
術
習
業
を
目
的
と
し
李
圭
完
の

一
族
五
人
を
選
び
（
後
略
）」
と
あ
り
、
安
吉
堂
は
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
五
人
の
女
学
生
の
派
遣
は
、
李
圭
完
と
政
治
的
に
関

係
が
深
い
朴
泳
孝
の
失
脚
に
よ
り
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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八
、
外
部
主
事
卞
鼎
相
宛
學
部
主
事
李
弼
均
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
閏
五
月
十
四
日
（
一
八
九
五
年
七
月
六
日
）

照
會
第
一
號

女
學
生
安
吉
堂
�
日
本
東
京
�
前
往
留
學
�
事
�
不
日
登
程
�
�
�
該
學
生
年
記
居
籍
�
保
人
姓
名
�
左
開
�
	
玆
�
照
會
�



�

照
亮
�


�

照
一
紙
�
去
趾
�
繕
擲
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
閏
五
月
十
四
日

學
部
主
事
李
（
1
）

弼
均

外
部
主
事
卞
（
2
）

鼎
相
座
下

�
學
生
安
吉
堂
年
二
十
六
住
漢
城

保
警
務
官
李
（
3
）

圭
完

女
学
生
安
吉
堂
が
留
学
の
た
め
近
く
日
本
の
東
京
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
当
該
学
生
の
生
年
月
日
と
住
所
・
保
証
人
の
姓
名
を

書
い
て
照
会
す
る
の
で
、
執
照
（
通
行
許
可
証
明
書
）
を
発
行
す
る
こ
と
。

�
学
生
安
吉
堂

二
十
六
歳

漢
城
居
住

保
警
務
官

李
圭
完
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注（
1
）
李
弼
均

一
八
七
四
年
生
ま
れ
。
一
八
九
四
年
に
学
務
衙
門
主
事
、
九
五
年
に
学
部
主
事
と
漢
城
師
範
学
校
書
記
を
兼
任
。
一
九
〇
二

年
か
ら
は
主
に
礼
式
院
の
参
理
官
・
文
書
課
長
・
礼
式
官
、
宮
内
府
礼
式
官
、
掌
礼
院
礼
式
官
な
ど
を
歴
任
し
た
。﹇『
官
員
履
歴
』﹈

（
2
）
卞
鼎
相

一
八
九
四
年
、
督
辦
交
涉
通
商
事
務
衙
門
主
事
、
一
八
九
五
年
外
部
主
事
を
務
め
る
。
以
降
興
陽
・
康
翎
郡
守
を
経
て
外
部

参
書
官
、
智
陵
監
董
別
単
、
慶
興
監
理
兼
府
尹
、
三
和
監
理
と
府
尹
な
ど
を
歴
任
。﹇『
官
員
履
歴
』﹈

（
3
）
李
圭
完

一
八
八
四
年
東
京
に
留
学
、
陸
軍
戶
山
學
校
卒
業
。
甲
申
政
変
に
関
与
し
て
一
八
八
五
年
日
本
に
渡
来
し
た
が
、
井
上
馨
の

朝
鮮
公
使
赴
任
以
降
警
務
庁
警
務
副
使
に
な
る
。
し
か
し
、
一
八
九
五
年
末
再
び
日
本
に
亡
命
し
、
一
九
〇
七
年
頃
帰
国
す
る
。
以
降
江

原
道
観
察
使
と
中
枢
院
賛
議
兼
任
、
江
原
道
長
官
な
ど
を
務
め
た
。﹇「
韓
国
近
現
代
人
物
資
料
」﹈

九
、
學
部
主
事
李
弼
均
宛
外
部
主
事
卞
鼎
相
宛
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
閏
五
月
十
四
日
（
一
八
九
五
年
七
月
六
日
）

照
覆
第
一
號

貴
第
一
號
照
會
內
�
�
學
生
安
吉
堂
�
日
本
東
京
�
前
往
�
�
留
學
�
事
�
�
日
登
程
�
	


執
照
一
紙
�
繕
擲
�
�

�
該

執
照
�
玆
將
繕
呈
�
�
�
照
覆
�
�
�

照
亮
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
閏
五
月
十
四
日

外
部
主
事
卞
鼎
相

學
部
主
事
李
弼
均
座
下

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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【
前
掲
八
に
対
し
「
執
照
」
の
発
行
を
知
ら
せ
た
も
の
】

十
、
學
部
大
臣
李
完
用
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
閏
五
月
十
八
日
（
一
八
九
五
年
七
月
十
日
）

照
覆
第
一
號

本
月
十
四
日
�

貴
第
五
號
照
會
�
接
准
�
�
�
�
學
生
一
視
監
督
云
云
�
�
�
詳
査
�
�
�
事
理
妥
當
�
	
駐
日
公
使
�


訓
令
�
�
�

玆

�
照
覆
�
�
�

照
亮
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
閏
五
月
十
八
日

外
部
大
臣
金
允
植

學
部
大
臣
李
完
用
閣
下

【
学
部
大
臣
か
ら
の
照
会
（
前
掲
八
）
を
受
け
詳
査
し
、
駐
日
公
使
に
訓
令
し
た
旨
の
報
告
。】

十
一
、
外
部
協
辦
尹
致
昊
宛
學
部
協
辦
金
春
熙
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
六
月
三
日
（
一
八
九
五
年
七
月
二
十
四
日
）

照
會
第
七
號
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內
閣
通
牒
�
凖
�
則
外
國
人
傭
聘
訂
約
事
�
主
部
�
�
外
部
�
照
會
�
�
主
部
及
外
部
�
�
左
標
凖
�
從
�
�
蓋
印
�
�
	
第

二
條
奏
任
官
待
遇


受
�
者
�
主
部
及
外
部
協
辦

蓋
印
	
�
�
�
�
此
�
依
�
�
本
部
雇
聘
日
本
人
高
（
1
）

見
龜
�
野
野
村
金

（
2
）

五
郞
兩
人
�
（
3
）

合
同
�
本
部
前
協
辦
尹
致
昊
任
內
�
撰
出
�
�
捺
印
�
故
�
玆
�
照
會
�
�
�

照
亮
�
�
�
右
合
同
各
二
件
�
蓋
印
還
擲
�
�
�
要
	

開
國
五
百
四
年
六
月
三
日

學
部
協
辦
金
（
4
）

春
熙

外
部
協
辦
尹
（
5
）

致
昊
閣
下

内
閣
の
通
牒
に
は
「
外
国
人
の
傭
聘
訂
約
の
件
は
、
学
部
か
ら
外
部
へ
照
会
し
、
学
部
及
び
外
部
か
ら
以
下
の
標
凖
に
従
っ
て
押

印
す
る
こ
と
。
第
二
条

奏
任
官
の
待
遇
を
受
け
る
者
は
学
部
及
び
外
部
協
辦
が
押
印
す
る
こ
と
」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
に
準
じ
、

学
部
雇
聘
日
本
人
で
あ
る
高
見
龜
と
野
々
村
金
五
郞
両
人
の
合
同
は
、
本
部
前
協
辦
尹
致
昊
が
任
期
内
に
選
出
し
て
捺
印
し
た
も

の
で
あ
る
の
で
、
右
の
合
同
二
件
を
押
印
処
理
す
る
こ
と
。

注（
1
）
高
見
龜

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
旧
岡
山
藩
の
寺
社
奉
行
高
見
実
真
の
長
男
に
生
ま
れ
、
岡
山
中
学
校
を
卒
業
。
坂
田
警
軒
に
学

ん
だ
後
、
上
京
し
て
慶
應
義
塾
に
入
る
。『
入
社
帳
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
二
十
四
年
時
事
新
報
社
に
入
社
。
二
十
七
年
時
事
新

報
特
派
員
と
し
て
朝
鮮
に
赴
い
た
。
井
上
馨
公
使
の
推
薦
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
政
府
の
学
部
顧
問
と
し
て
招
聘
さ
れ
、
学
制
創
設
の
任
に
当

た
る
。
在
韓
中
は
、
福
沢
が
朝
鮮
政
府
へ
貸
し
た
形
に
な
っ
て
い
た
一
万
五
千
余
円
の
回
収
の
た
め
動
い
た
り
、
金
玉
均
の
遺
族
を
日
本

に
呼
ぶ
た
め
に
交
渉
も
行
っ
た
。
三
十
一
年
帰
国
、
時
事
新
報
記
者
に
復
帰
し
、
経
済
部
主
任
を
務
め
、
明
治
三
十
八
年
『
大
阪
時
事
新

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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報
』
発
刊
に
際
し
、
主
幹
を
務
め
た
。﹇『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
』
第
八
巻
三
六
七
〜
三
六
八
頁
﹈

（
2
）
野
々
村
金
五
郞

明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
大
分
県
士
族
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
井
上
馨
の
も
と
で
働
き
、
そ
の
縁
で
朝
鮮
政
府
の

学
部
顧
問
に
就
任
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
の
ち
南
満
州
鉄
道
理
事
。

（
3
）
合
同

諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
こ
と
か
。

（
4
）
金
春
熙

一
八
五
五
年
生
ま
れ
。
一
八
八
三
年
文
科
及
第
し
た
以
降
、
一
八
八
四
年
か
ら
一
八
九
四
年
ま
で
芸
文
官
検
閱
、
司
諫
院
正

言
、
弘
文
館
副
修
撰
、
弘
文
館
応
教
、
司
僕
寺
正
、
侍
講
院
文
学
、
吏
曹
正
郞
、
承
政
院
同
副
承
旨
、
内
務
府
参
議
、
成
均
館
大
司
成
、

吏
曹
参
議
、
内
務
府
協
辦
、
吏
曹
参
判
、
都
承
旨
、
黃
海
監
司
、
兵
曹
参
判
を
歴
任
し
た
。
一
八
九
五
年
学
部
協
辦
を
務
め
た
以
降
、
宮

内
府
特
進
官
、
承
寧
府
侍
従
長
、
徳
寿
宮
賛
侍
な
ど
を
歴
任
し
た
。﹇『
朝
鮮
紳
士
宝
鑑
』﹈

（
5
）
尹
致
昊

一
八
八
一
年
、
紳
士
遊
覧
団
の
一
員
で
あ
っ
た
魚
允
中
の
修
行
員
と
し
て
渡
日
し
た
。
外
務
卿
井
上
馨
の
斡
旋
で
東
京
同
人

社
に
入
学
し
た
。
日
本
駐
在
中
に
は
�
玉
均
・
徐
光
範
・
朴
泳
孝
・
福
沢
諭
吉
・
中
村
正
直
な
ど
の
人
物
と
交
流
し
た
。
ま
た
、
一
八
八

四
年
末
か
ら
一
八
九
五
年
ま
で
上
海
と
ア
メ
リ
カ
に
留
学
。
帰
国
し
て
か
ら
は
議
政
府
参
議
、
学
部
協
辦
、
独
立
協
会
会
長
、
大
成
学
校

校
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。
ま
た
、
朝
鮮
中
央
基
督
教
青
年
会
（Y

M
CA

）
会
長
、
朝
鮮
体
育
会
会
長
、
延
禧
専
門
学
校
校
長
、
中
枢
院
顧

問
、
日
本
帝
国
議
会
貴
族
院
勅
撰
議
員
な
ど
で
活
動
し
た
。
一
九
四
五
年
死
亡
。﹇『
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』﹈

十
二
、
學
部
協
辦
金
春
熙
宛
外
部
協
辦
尹
致
昊
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
六
月
八
日
（
一
八
九
五
年
七
月
二
十
九
日
）

照
會
第
六
號

貴
第
七
號
照
會
�
接
准
�
�
則
貴
部
傭
聘
日
本
人
高
見
龜
�
野
野
村
金
五
郞
�
人
�
合
同
�
蓋
印
還
擲
�
�
�
	


右
合
同
貳

件
�
依
內
閣
指
令
第
二
條
�
�
蓋
印
呈
交
�
�
�
玆

照
會
�
�
�
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照
亮
�
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
六
月
八
日

外
部
協
辦
尹
致
昊

學
部
協
辦
金
春
熙
閣
下

第
七
号
の
照
会
に
は
「
学
部
傭
聘
日
本
人
の
高
見
亀
と
野
々
村
金
五
郞
二
人
の
合
同
（
契
約
）
に
押
印
処
理
す
る
こ
と
」
と
あ
っ

た
。
そ
の
件
を
内
閣
指
令
第
二
条
に
依
拠
し
、
押
印
し
送
る
。

十
三
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
完
用
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
六
月
十
九
日
（
一
八
九
五
年
八
月
九
日
）

照
會
第
八
號

曩
者
�
日
本
僧
佐
野
前
勵
回
國
時
�
帶
去
�
學
員
四
人
中
曺
秉
柱
徐
廷
岳
李
廈
榮
�
慶
應
義
塾
�
	
移
赴
�


�
�

安
明
善

�
尙
留
旅
舍
�
�
離
群
獨
學
�
�
恐
難
成
就
�
�
	
玆
�
照
會
�
�
�

照
亮
�
�
�
駐
日
公
使
�
�
知
照
�
�
�
學
員
安
（
1
）

明
善
�
慶
應
義
塾
�
	
移
赴
�
�
就
學
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
六
月
十
九
日

學
部
大
臣
李
完
用

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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【
開
国
五
百
四
年
六
月
二
十
日
（
一
八
九
五
年
八
月
十
日
）
付
駐
日
特
命
全
権
公
使
高
永
喜
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出
文
書
（『
近

代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
六
一
頁
〜
掲
載
）
参
照
】

注（
1
）
安
明
善

三
十
三
巻
参
照

十
四
、
學
部
大
臣
李
完
用
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
六
月
二
十
日
（
一
八
九
五
年
八
月
十
日
）

照
覆
第
七
號

貴
第
八
號
照
會
�
接
准
�
�
�
佐
野
前
勵
回
國
時
帶
去
學
員
中
三
員
�
移
赴
慶
應
義
塾
�
�
�
�
	
安
明
善


尙
留
旅
館
�
�

離
群
獨
學
�
�
恐
難
成
就
�

�
駐
日
公
使
�
�
訓
飭
�
�
該
學
員
安
明
善
�
慶
應
義
塾
�
�
移
赴
�
�
�
�
�
此
�
將
�
�

駐
日
公
使
�
�
已
經
訓
飭
�
�
�
�
玆
�
照
覆
�

�

照
諒
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
六
月
二
十
日

外
部
大
臣
金
允
植

學
部
大
臣
李
完
用
閣
下

【
前
掲
十
三
の
内
容
を
駐
日
公
使
が
処
理
し
た
報
告
】
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十
五
、
學
部
大
臣
李
完
用
宛
外
部
大
臣
金
允
植

―
―
開
國
五
百
四
年
七
月
二
十
一
日
（
一
八
九
五
年
九
月
九
日
）

照
會
第

駐
日
公
使
�
報
告
書
�
接
�
�
�
病
（
1
）

學
生
出
送
本
國
等
因
據
此
�
�
玆
�
照
會
�
�
�

照
亮
�
	


要
�

開
國
五
百
四
年
七
月
二
十
一
日

外
部
大
臣
金
允
植

學
部
大
臣
李
完
用
閣
下

駐
日
公
使
の
報
告
書
は
「
病
中
の
学
生
を
本
国
に
出
送
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
学
部
は
了
承
く
だ
さ
る
よ
う
願
う
。

注（
1
）
病
中
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
開
国
五
百
四
年
七
月
六
日
（
一
八
九
五
年
八
月
二
十
五
日
）
付
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使

高
永
喜
差
出
文
書
（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
二
巻
二
二
三
頁
〜
掲
載
）
を
参
照
の
こ
と
。

十
六
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
完
用
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
七
月
二
十
三
日
（
一
八
九
五
年
九
月
十
一
日
）

照
覆

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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貴
朝
會
第
九
號
�
接
准
�
�
�
駐
日
公
使
報
告
書
�
擬
�
則
�
學
生
中
現
嬰
實
病
�
者
趙
（
1
）

元
奎
�
李
（
2
）

在
夏
�
尹
（
3
）

基
周
�
徐

（
4
）

丙
吉
�
任
（
5
）

撤
宰
�
吳
（
6
）

世
儀
�
黃
（
7
）

祐
悳
七
人
�
搭
船
發
送
�
	
盤
費
�
該
塾
學
資


中
�
�
各
三
十
元
式
派
給
�

�
�
�
�
�

本
大
臣
�
玆
�
准
�
�
閱
悉
�
�
�
玆
�
照
覆
�
�
�

照
亮
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
七
月
二
十
三
日

學
部
大
臣
李
完
用

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

【
開
国
五
百
四
年
七
月
六
日
（
一
八
九
五
年
八
月
二
十
五
日
）
付
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
高
永
喜
差
出
文
書

（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
二
巻
二
二
三
頁
〜
掲
載
）
参
照
】

注（
1
）
趙
元
奎
（
2
）
李
在
夏
（
3
）
尹
基
周
（
4
）
徐
丙
吉
（
5
）
任
撤
宰
（
6
）
吳
世
儀
（
7
）
黃
祐
悳

各
人
物
に
つ

い
て
は
三
十
二
巻
参
照

十
七
、
外
部
参
書
官
陸
鍾
允
宛
學
部
参
書
官
趙
秉
健
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
七
月
二
十
八
日
（
一
八
九
五
年
九
月
十
六
日
）

照
會
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日
本
�
留
學
生
派
遣
�
件
�
關
�
�
本
部
�
�
日
本
東
京
慶
應
義
塾
�
締
結
�
契
約
書
四
件
�
貴
部
�
�
交
印
�
�
	


玆
�

照
會
�
�
�

照
亮
�
�
�
右
契
約
書
（
1
）

四
件
�

貴
部
大
臣
官
章
�
鈴
捺
�
�
還
擲
�

�
要
�

開
國
五
百
四
年
七
月
二
十
八
日

學
部
參
書
官
趙
（
2
）

秉
健

外
部
參
書
官
陸
（
3
）

鍾
允
座
下

日
本
へ
の
留
学
生
派
遣
の
件
に
関
し
て
、
学
部
で
日
本
東
京
慶
應
義
塾
と
締
結
し
た
契
約
書
四
件
に
、
外
部
大
臣
の
公
印
を
捺
印

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
願
う
。

注（
1
）
四
件

朝
鮮
学
部
と
慶
應
義
塾
の
間
で
全
十
五
条
か
ら
成
る
留
学
生
の
委
託
契
約
が
結
ば
れ
た
。
契
約
が
四
通
の
こ
と
か
。

（
2
）
趙
秉
健

一
八
五
三
年
生
ま
れ
。
一
八
八
六
年
か
ら
承
政
院
注
書
、
弘
文
館
応
教
、
承
政
院
右
副
承
旨
、
学
務
衙
門
参
議
、
一
八
九
五

年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
は
学
部
参
書
官
、
法
部
参
書
官
、
奎
章
閣
副
提
学
、
中
枢
院
副
賛
議
な
ど
を
歴
任
し
た
。﹇『
官
員
履
歴
』﹈

（
3
）
陸
鍾
允

陸
用
鼎
（
一
八
四
三
〜
一
九
一
七
）
の
息
子
。
外
務
参
議
な
ど
を
務
め
た
。
俄
館
播
遷
の
と
き
、
兪
吉
濬
と
と
も
に
日
本
に

亡
命
し
た
。﹇
韓
国
古
典
総
合
Ｄ
Ｂ
﹈

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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十
八
、
學
部
参
書
官
趙
秉
健
宛
外
部
参
書
官
陸
鍾
允
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
七
月
二
十
八
日
（
一
八
九
五
年
九
月
十
六
日
）

照
覆

貴
照
會
�
接
准
�
�
慶
應
義
塾
締
約
書
�
捺
印
�
�
�
�
�
敝
部
大
臣
�
稟
經
�
�
交
印
呈
還
�
	



照
亮
�
�
�
要


開
國
五
百
四
年
七
月
二
十
八
日

外
部
參
書
官
陸
鍾
允

學
部
參
書
官
趙
秉
健
座
下

【
慶
應
義
塾
と
の
締
約
書
に
外
部
大
臣
が
捺
印
し
た
こ
と
の
報
告
】

十
九
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
徐
光
範
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
九
月
八
日
（
一
八
九
五
年
十
月
二
十
五
日
）

照
會

第
十
三
號

紳
士
朴
鏞
和
魚
（
1
）

允
迪
兩
員
�
其
他
學
徒
十
人
�
日
本
�
留
學
�
�
�
�
�
�
慶
應
義
塾
�
許
入
�
�
�
要
�
�
故
�
該
學
員
等

�
姓
名
�
別
紙
�
具
�
�
玆
�
照
會
�
	



照
亮
�
	
�
駐
日
公
使
署
理
�
�
訓
飭
�
�
該
塾
�
許
赴
修
業
�
�
�
�
要
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開
國
五
百
四
年
九
月
八
日

學
部
大
臣
徐
（
2
）

光
範

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

學
徒
（
3
）

姓
名

朴
鏞
和

金
（
4
）

慶
植

魚
允
迪

李
（
5
）

仁
榮

朴
（
6
）

羲
秉

金
（
7
）

鼎
禹

金
（
8
）

東
琦

權
（
9
）

浩
善

金
（
10
）

錫
胤

尹
（
11
）

致
晠

林
（
12
）

在
德

元
（
13
）

應
常

紳
士
の
朴
鏞
和
・
魚
允
迪
両
員
と
他
学
徒
十
人
が
日
本
に
留
学
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
慶
應
義
塾
に
入
学
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
当
該
学
員
た
ち
の
姓
名
を
別
紙
に
挙
げ
る
。
駐
日
公
使
署
理
に
命
じ
、
当
該
塾
に
赴
き
修
業
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

学
生
姓
名

朴
鏞
和

金
慶
植

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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魚
允
迪

李
仁
榮

朴
羲
秉

金
鼎
禹

金
東
琦

權
浩
善

金
錫
胤

尹
致
晠

林
在
德

元
應
常

注（
1
）
朴
鏞
和
は
一
八
八
二
年
、
魚
允
迪
は
一
八
九
四
年
に
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
三
十
三
号
参
照
。

（
2
）
徐
光
範
（
一
八
五
九
〜
一
八
九
七
）
一
八
七
九
年
、
金
玉
均
・
朴
泳
孝
な
ど
と
開
化
党
を
組
織
し
た
。
一
八
八
二
年
金
玉
均
・
朴
泳

孝
と
と
も
に
二
回
日
本
に
渡
海
し
、
同
年
、
報
聘
使
閔
泳
翊
の
従
使
官
で
ア
メ
リ
カ
に
行
く
。
一
八
八
四
年
代
理
外
務
督
辦
な
ど
を
務
め

る
。
以
降
日
本
に
亡
命
し
、
翌
年
五
月
は
ア
メ
リ
カ
に
赴
く
。
一
八
九
四
年
帰
国
し
て
か
ら
は
法
部
大
臣
、
学
部
大
臣
、
駐
米
特
命
全
権

公
使
を
歴
任
し
た
。﹇『
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』﹈

（
3
）
開
国
五
百
四
年
九
月
十
五
日
付
駐
日
署
理
公
使
李
台
稙
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出
文
書
『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
六
三
頁
〜
掲

載
）
で
は
別
紙
が
な
く
、
十
名
の
氏
名
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
判
明
し
た
。
紳
士
朴
鏞
和
・
魚
允
迪
を
除
く
十
名

が
該
当
者
で
あ
ろ
う
。

372



（
4
）
金
慶
植

京
畿
道
廣
州
府
鶴
峴
里
出
身
。
金
鼎
禹
長
男
。
一
八
九
五
年
十
一
月
、
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
社
し
た
。

（
5
）
李
仁
榮

入
社
帳
に
記
載
な
し
。

（
6
）
朴
羲
秉

三
十
二
巻
参
照

（
7
）
金
鼎
禹

三
十
三
巻
参
照

（
8
）
金
東
琦

入
社
帳
に
記
載
な
し
。

（
9
）
權
浩
善

忠
清
道
温
湯
郡
左
部
洞
出
身
。
一
八
九
五
年
十
一
月
、
二
十
四
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
社
し
た
。

（
10
）
金
錫
胤

京
城
東
部
蓮
洞
出
身
。
一
八
九
五
年
十
一
月
、
三
十
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
社
し
た
。

（
11
）
尹
致
晠

三
十
一
巻
参
照

（
12
）
林
在
德

忠
清
道
天
安
郡
新
村
出
身
。
林
儀
榮
長
男
。
一
八
九
五
年
十
一
月
、
二
十
六
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
社
し
た
。

（
13
）
元
應
常

忠
清
道
温
湯
郡
葛
山
里
出
身
。
元
世
亨
長
男
。
一
八
九
五
年
十
一
月
、
二
十
七
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
社
し
た
。

二
十
、
學
部
大
臣
徐
光
範
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
九
月
二
十
五
日
（
一
八
九
五
年
十
一
月
十
一
日
）

照
會
第

駐
日
署
理
公
使
�
報
告
�
據
�
�
�
內
開
�
慶
應
義
塾
留
學
員
三
人
回
資
六
十
元
資
給
事
等
情
�
據
�
�
玆
�
照
會
�
�
	
照

亮
�
�


該
費
六
十
元
�
由

貴
部
�
從
速
�
支
撥
�

轉
償
駐
日
公
館
�
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
九
月
二
十
五
日

外
部
大
臣
金
允
植

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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學
部
大
臣
徐
光
範
（
1
）

閣
下

駐
日
署
理
公
使
の
報
告
に
よ
っ
て
、
慶
應
義
塾
の
留
学
生
三
人
の
資
金
六
十
元
に
つ
い
て
照
会
す
る
。
学
部
は
確
認
の
う
え
、
そ

の
費
用
六
十
元
を
速
や
か
に
支
出
し
、
駐
日
公
館
に
対
し
還
付
さ
せ
る
よ
う
願
う
。

注（
1
）
開
国
五
百
四
年
九
月
十
日
（
一
八
九
五
年
十
月
二
十
七
日
）
に
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出
の
申
呈
十
二
号

（『
近
世
日
本
研
究
』
三
十
二
巻
二
二
七
頁
〜
掲
載
）
に
応
じ
て
学
部
大
臣
に
報
告
、
対
応
を
依
頼
し
た
も
の
。
二
十
一
の
照
覆
、
二
十
二

の
照
会
参
照
。

二
十
一
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
徐
光
範
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
九
月
二
十
七
日
（
一
八
九
五
年
十
一
月
十
三
日
）

照
覆

貴
照
會
第
十
四
號
�
接
准
�
�
則
慶
應
義
塾
�
留
學
�
�
學
員
中
遭
艱
�
者
三
人
�
奔
哭
�
�
�
�
許
假
�
�
�
	
盤
費
�
給



�
�
�
�
出
去

�
無
�
�
�
�
�
哀
乞
�
�
�
公
錢
中
二
十
元
式
合
六
十
元
�
擅
便
�
給
�
�
�
�
�
惶
悚
萬
萬
�
�
�

學
部
�
轉
照
�
�
六
十
元
�
還
推
送
交
�
�
�
駐
日
公
使
署
理
�
報
告
書
�
據
�
�
從
速
�
駐
日
公
館
�
�
轉
償
�
�
要
�
�

�
�
詳
査
�
�
日
本
�
學
生
�
今
年
度
學
費
�
沒
數
�
該
塾
�
�
劃
送
�
�
盤
費
�
目
下
�
支
給

道
�
無
�
�
�
玆
�
照
覆

�
�
�
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照
諒
�
�
�
此
由
�
將
�
�
駐
日
公
使
署
理
�
�
訓
�
�
	


要
�

開
國
五
百
四
年
九
月
二
十
七
日

學
部
大
臣
徐
光
範

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

外
部
か
ら
達
し
た
照
会
に
は
、「
慶
應
義
塾
に
留
学
す
る
学
員
の
な
か
で
、
困
難
に
直
面
し
て
い
る
者
三
人
が
、
奔
喪
の
た
め
に

帰
国
が
許
さ
れ
て
も
帰
国
費
が
支
給
さ
れ
な
い
と
帰
国
で
き
な
い
と
哀
願
す
る
の
で
、
公
費
か
ら
二
十
元
ず
つ
計
六
十
元
を
許
可

な
く
支
給
し
た
。
そ
れ
を
学
部
に
照
会
し
、
そ
の
六
十
元
を
還
付
さ
れ
た
い
と
い
う
駐
日
公
使
署
理
か
ら
の
報
告
書
に
よ
り
、

さ
っ
そ
く
駐
日
公
館
に
還
付
す
る
こ
と
」
と
あ
っ
た
。
そ
れ
を
詳
査
し
た
ら
、
日
本
留
学
生
の
今
年
度
学
費
は
全
部
慶
應
義
塾
に

送
付
済
の
た
め
、
帰
国
費
用
を
す
ぐ
に
は
支
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
事
情
を
駐
日
公
使
署
理
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

二
十
二
、
學
部
大
臣
徐
光
範
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
九
月
二
十
八
日
（
一
八
九
五
年
十
一
月
十
四
日
）

照
會
第

慶
應
義
塾
學
生
中
奔
哭
�
�
三
人
�
盤
費
合
六
十
元
劃
撥
事
�
昨
接

貴
第
十
五
號
照
覆
�
接
准
�
�
內
開
�
日
本

學
生
�
今
年
度
學
費
�
沒
數
�
該
塾
�
�
劃
送
�
�
盤
費
�
目
下
�
支
給
�
道

�
無
�
�
此
由
�
將
�
�
駐
日
公
使
署
理
�
�
訓
令
�
�
�
�
�
准
査
�
�
�
學
生
中
�
事
故
�
因
�
�
回
國
�
�
者
�
有
�

�
回
費
�
給
�
�
今
春
以
後
�
�
前
例
�
有
�
�
�
此
次
該
學
生
三
人
�
回
費
�
已
由
駐
日
公
館
經
費
�
撥
給
�
�
�
�
�
今

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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由貴
部
�
�
給
�
道
�
無
�
�
�
該
公
館
經
費
�
從
何
�
�
充
報
�
�
	
事
勢
難
處
�


�
玆
�
照
會
�
�
�

照
亮
�
�

慶
應
義
塾
學
費
中
�

該
款
六
十
元
�
駐
日
公
館
�
�
直
劃
償
淸
�
妥
辦
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
九
月
二
十
八
日

外
部
大
臣
金
允
植

學
部
大
臣
徐
光
範
閣
下

慶
應
義
塾
学
生
の
な
か
、
奔
喪
す
る
三
人
に
帰
国
費
用
と
し
て
合
わ
せ
て
六
十
元
を
支
給
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
昨
日
第
十
五
号

の
照
覆
に
よ
る
照
会
に
は
、「
日
本
�
学
生
の
今
年
度
学
費
は
全
部
慶
應
義
塾
に
送
り
、
帰
国
費
用
を
支
給
す
る
方
法
が
な
い
の

で
、
そ
の
旨
を
駐
日
公
使
署
理
に
訓
令
す
る
こ
と
」
と
あ
っ
た
。
調
査
す
る
と
、
学
生
の
な
か
事
情
が
あ
っ
て
帰
国
す
る
者
に
は

帰
国
費
用
を
支
給
し
た
例
が
今
春
以
後
も
あ
り
、
そ
の
た
め
当
該
学
生
三
人
の
帰
国
費
用
は
、
す
で
に
駐
日
公
館
経
費
か
ら
支
給

し
た
。
し
か
し
、
学
部
か
ら
の
支
給
が
で
き
な
い
な
ら
、
当
該
公
館
の
経
費
の
補
充
も
難
し
い
た
め
、
慶
應
義
塾
学
費
の
な
か
か

ら
該
当
す
る
六
十
元
を
駐
日
公
館
に
直
接
償
還
す
る
よ
う
願
う
。

二
十
三
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
徐
光
範
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
月
十
七
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
三
日
）

照
會

第
十
�
號

〔
マ
マ
〕

日
本
應
慶
義
塾
�
派
遣
�
留
學
員
中
四
人
�
遭
故
�
�
九
人
�
身
病
�
有
�
�
學
業
勉
勵
�
主
意
�
�
�
�
�
�
�
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貴
部
�
�
駐
日
公
館
�
知
照
�
�
慶
應
義
塾
�
轉
通
�
�
遭
故
�
學
員
四
人
�
趕
速
返
國
�
�
�
�
九
人
�
實
病
	
果
有
�



�
遭
故
學
員
�

�
返
國
�
�
�
�
�
玆
�
照
會
�
�
�

照
亮
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
十
月
十
七
日

學
部
大
臣
徐
光
範

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

再
遭
故
�
學
員
四
人
姓
名
�
實
病
	
有
�
學
員
九
人
姓
名
�
左
方
�
�
錄
�
�
�

査
照
�
�
�
要
�

金
（
1
）

敬
濟

李
（
6
）

奎
三

李
（
11
）

時
懋

李
（
2
）

鍾
華

鄭
（
7
）

殷
模

李
（
12
）

熙
峻

吳
（
3
）

在
喆

徐
（
8
）

丙
武

張
（
13
）

奎
煥

崔
（
4
）

相
敦
以
上
遭
故
崔
（
9
）

奎
福

以
上
有
實
病

卞
（
5
）

志
琓

李
（
10
）

瑾
相
（
14
）

日
本
慶
應
義
塾
に
派
遣
し
た
留
学
生
の
う
ち
四
人
は
奔
喪
に
あ
り
、
九
人
は
病
気
で
学
業
に
励
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
外
部
か
ら
駐
日
公
館
に
知
ら
せ
、
慶
應
義
塾
に
転
送
し
、
奔
喪
に
合
っ
た
学
員
四
人
は
さ
っ
そ
く
帰
国
さ
せ
、
九
人
も

病
気
で
あ
る
か
ら
奔
喪
学
員
と
と
も
に
帰
国
さ
せ
る
こ
と
。

ま
た
、
奔
喪
し
た
学
員
四
人
の
姓
名
と
病
気
の
学
員
九
人
の
姓
名
を
�
記
す
る

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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金
敬
濟

李
鍾
華

吳
在
喆

崔
相
敦

以
上
遭
故

卞
志
琓

李
奎
三

鄭
殷
模

徐
丙
武

崔
奎
福

李
瑾
相

李
時
懋

李
熙
俊

張
奎
煥

以
上
有
實
病

注（
1
）
金
敬
濟
（
2
）
李
鍾
華
（
5
）
卞
志
琓
（
8
）
徐
丙
武
（
9
）
崔
奎
福

各
人
物
に
つ
い
て
は
三
十
二
巻
参
照

（
3
）
吳
在
喆
（
4
）
崔
相
敦
（
6
）
李
奎
三
（
7
）
鄭
殷
模
（
10
）
李
瑾
相
（
11
）
李
時
懋
（
12
）
李
熙
俊
（
13
）
張
奎

煥

各
人
物
に
つ
い
て
は
三
十
三
巻
参
照

（
14
）
留
学
生
の
帰
国
に
つ
い
て
は
、
開
国
五
百
四
年
十
一
月
三
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
十
八
日
）
付
駐
日
署
理
公
使
李
台
稙
宛
外
部
大
臣

金
允
植
差
出
文
書
（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
六
四
頁
〜
掲
載
）
参
照
。

二
十
四
、
學
部
大
臣
徐
光
範
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
月
十
八
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
四
日
）

照
會
第

義
（
1
）

和
君
留
學
（
2
）

資
�
�
九
月
�
�
�
十
一
月
半
�
至
�
�
所
費
	
銀
錢
壹
仟
元
�


�
�

貴
部
�

籌
辦
送
交
�
�
�
可
�
�
�
明
年
學
資
�
�
五
千
元
�
�
定
�
�
明
年
度
預
算
表
�
�
�
�
�
妥
當
�
�
�
玆
�
照

會
�
�
�

照
亮
�
�

施
行
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
十
月
十
八
日
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外
部
大
臣
金
允
植

學
部
大
臣
徐
光
範
閣
下

義
和
君
の
留
学
資
金
は
、
九
月
か
ら
十
一
月
半
ま
で
で
銀
銭
千
元
に
な
る
。
そ
れ
は
学
部
で
処
理
し
て
送
る
べ
き
で
あ
り
、
来
年

の
学
資
金
は
五
千
元
と
定
め
て
、
来
年
度
の
予
算
表
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
学
部
は
そ
の
よ
う
に
施
行
願
い
た
い
。

注（
1
）
義
和
君

三
十
二
巻
参
照

（
2
）
義
和
君
の
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
後
掲
二
十
六
お
よ
び
建
陽
元
年
一
月
十
四
日
（
一
八
九
六
年
一
月
十
四
日
）
付
外
部
大
臣
金
允
植
宛

駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出
文
書
（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
二
巻
二
四
一
頁
〜
掲
載
）・
駐
日
公
使
館
日
記
建
陽
元
年
一
月
十
日
条

（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
八
〇
頁
掲
載
）
参
照
。

二
十
五
、
學
部
大
臣
徐
光
範
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
月
二
十
一
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
七
日
）

照
會

第

號

日
本
�
學
生
魚
允
（
1
）

迪
�
本
年
六
月
�
因
病
回
國
�
�
�
�
現
該
員
�
病
愈
�
�
更
擬
前
往
日
本
留
學
�
	
�
該
學
費


照
前
撥

給
�
�
妥
當
�
�

玆
�
照
會
�
	
�

照
亮
�
	
依
前
支
撥
�
�
�
要
�

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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開
國
五
百
四
年
十
月
廿
一
日

外
部
大
臣
金
允
植

學
部
大
臣
徐
光
範
閣
下

日
本
留
学
生
で
あ
る
魚
允
迪
が
本
年
六
月
に
病
気
の
た
め
帰
国
し
た
が
、
現
在
は
快
癒
し
再
び
日
本
留
学
す
る
た
め
、
当
該
学
生

の
学
費
を
支
給
す
べ
き
こ
と
。

注（
1
）
魚
允
迪
の
復
学
に
つ
い
て
は
、
駐
日
署
理
公
使
李
台
稙
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出
文
書
（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
六
七
頁
〜

掲
載
）
参
照
。

二
十
六
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
徐
光
範
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
月
二
十
三
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
九
日
）

照
會
第
十
八
號

刻
接
度
支
部
照
會
內
開

義
和
君
�
上
月
�

特
派
大
使
�
日
本
�
先
到
�
�
盤
費
旅
費
四
十
四
日
分
條
八
百
三
十
二
元
�
敝
部
�
�
曾
有
支
出
�
�
�
	
本
月
二
日
�
大
使

啣
�
依
願
免
�
�


�
留
學
資
�

理
宜
十
月
三
日
�
繼
�
�
磨
鍊
�
�
�
�
	
一
朔
資
�
明
細
表
�
善
交
�
�
參
照
�
�
�
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等
因
此
�
准
�
�
�
第
十
七
號
貴
照
內
�
�
留
學
資
�
�
九
月
�
始
	
�


�
今
此
度
支
部
照
會
內
�
�
十
月
三
日
�
始
	
�

�
�
留
�
資
�
�
何
日
�
始

�
可
�
�
�
玆
�
照
會
�
�
�

照
亮
�
�
�
昭
詳
籌
辦
�


�
一
朔
資
�
明
細
書
表
�
同
爲
（
1
）

繕
交
�


�
要


開
國
五
百
四
年
十
月
二
十
三
日

學
部
大
臣
徐
光
範

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

度
支
部
か
ら
達
し
た
照
會
に
は
、「
義
和
君
が
先
月
特
派
大
使
と
し
て
日
本
に
赴
い
た
時
の
船
賃
お
よ
び
旅
費
四
十
四
日
分
の
八

百
三
十
二
元
を
度
支
部
か
ら
支
出
し
た
が
、
義
和
君
は
本
月
二
日
に
大
使
を
依
願
免
職
し
た
。
そ
の
た
め
留
学
資
�
も
十
月
三
日

か
ら
用
意
す
る
の
で
、
一
ヶ
月
分
の
資
�
明
細
表
を
作
成
し
送
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
を
参
照
す
る
」
と
あ
っ
た
。
し
か
し
、
外
部

か
ら
達
し
た
第
十
七
号
に
は
、
留
学
資
�
が
九
月
か
ら
と
あ
り
、
今
回
度
支
部
か
ら
の
照
會
に
は
十
月
三
日
か
ら
と
あ
っ
て
、
い

つ
か
ら
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
ず
照
会
す
る
。
外
部
は
詳
細
に
調
べ
、
一
か
月
分
の
明
細
書
表
を
次
回
の
照
覆
に
繕
交
く
だ
さ
る
よ

う
願
う
。

注（
1
）
繕
交

書
類
な
ど
を
作
成
し
て
他
の
官
庁
に
送
る
こ
と
。

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）

381



二
十
七
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
徐
光
範
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
月
二
十
三
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
九
日
）

照
會
第
十
七
號

日
本
�
學
生
魚
允
迪
�
本
年
六
月
�
因
病
回
國
�
�
�
�
今
�
更
擬
前
往
留
學
�
�
	
�
理
宜
敝
部
學
務
局
�
來
言
�


該
學

費
�
照
前
撥
給
�
�
妥
當
�
�

此
係
學
徒
事
件
�
�
�
貴
部
�
�
照
會
�
�
�
�
�
�
貴
照
會
�
繳
還
�
�
�

照
亮
�
�
�
該
學
員
�
敝
部
學
務
局
�
�
起
送
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
十
月
二
十
三
日

學
部
大
臣
徐
光
範

外
部
大
臣
金
允
植
（
1
）

閣
下

日
本
へ
の
留
学
生
魚
允
迪
が
本
年
六
月
に
病
気
で
帰
国
し
た
が
、
現
在
快
癒
し
再
び
留
学
す
る
。
当
然
学
部
学
務
局
か
ら
学
費
を

発
給
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
は
学
徒
に
関
係
す
る
事
で
外
部
か
ら
照
会
す
る
こ
と
で
は
な
い
た
め
還
送
す
る
。
当
該
学
員
を
学
部

学
務
局
に
送
る
こ
と
。

注（
1
）
前
掲
二
十
五
の
外
部
大
臣
か
ら
学
部
大
臣
へ
の
通
知
に
関
す
る
文
書
。
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二
十
八
、
學
部
大
臣
李
道
宰
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
一
月
一
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
十
六
日
）

照
覆
第

號

貴
前
任
大
臣
十
八
號
照
會
�
接
准
�
�

義
和
君
留
學
資
�
�
何
日
�
始
�
�
可
�
	
昭
詳
籌
辦
�


一
朔
資
�
明
細
書
�
繕
交
�
�
�
�
學
資
�
�
一
年

五
千
元
�

議
定
�
�
�
�
�
明
年
度
豫
算

�
五
千
元
�
�
算
入

�
�
�
�
日
字
�
自
十
月
三
日
�
起
�


十
一
月
十
六
日
�
	
撥
給

�
�
可
�
�
�
一
年

五
千
元
�
十
二
朔

分
排
�


日
給
額
�
區
分
�
�
另
繕
呈
交
�
�
玆

照
覆
�
�
�
照
亮
�
�
�
從

速
�
支
撥
�
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
十
一
月
一
日

外
部
大
臣
金
允
植

學
部
大
臣
李
道
（
1
）

宰
閣
下

義
和
君
日
本
留
學
資
�

區
分

日
數
通
計

日
給
額

給
額
通
計

自
十
月
三
日
止

四
十
三
日

十
三
元

五
百
九
十
七
元

十
一
月
十
六
日

八
角
九
分

二
角
七
分

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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学
部
前
任
大
臣
か
ら
の
十
八
号
照
会
に
は
、「
義
和
君
の
留
学
資
金
を
何
日
か
ら
支
払
う
べ
き
か
詳
し
く
調
査
処
理
し
、
一
ヵ
月

の
資
�
明
細
書
を
次
回
繕
交
す
る
こ
と
」
と
あ
っ
た
。
学
資
金
は
、
一
年
に
五
千
元
と
議
定
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
来
年
度
の
予
算

は
五
千
元
と
算
出
し
、
日
付
は
十
月
三
日
か
ら
十
一
月
十
六
日
ま
で
発
給
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
年
五
千
元
を
十
二
か

月
に
分
け
て
日
給
額
を
区
分
し
添
付
す
る
。
学
部
は
速
や
か
に
（
度
支
部
に
）
支
払
わ
せ
る
こ
と
。

義
和
君
日
本
留
学
金
留

区
分

日
数
通
計

日
給
額

給
額
通
計

自
十
月
三
日
止

四
十
三
日

十
三
元

五
百
九
十
七
元

十
一
月
十
六
日

八
角
九
分

二
角
七
分

注（
1
）
李
道
宰
（
一
八
四
八
〜
一
九
〇
九
）
一
八
八
二
年
文
科
及
第
し
た
以
降
、
承
政
院
同
副
承
旨
、
参
議
軍
国
事
務
、
江
原
道
督
鍊
御
史
、

左
副
承
旨
を
歴
任
し
吏
曹
参
議
に
な
る
。
一
八
九
五
年
、
軍
部
大
臣
、
学
部
大
臣
を
歴
任
し
、
そ
の
以
降
中
枢
院
議
官
、
宮
内
府
特
進

官
・
外
部
大
臣
・
秘
書
院
卿
を
経
て
農
商
工
部
大
臣
・
内
部
大
臣
署
理
・
法
部
大
臣
・
議
政
府
賛
政
・
貴
族
院
卿
・
侍
從
院
卿
・
陸
軍
副

將
な
ど
を
務
め
た
。﹇『
韓
国
民
族
大
百
科
事
典
』﹈

二
十
九
、
學
部
大
臣
李
道
宰
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
一
月
三
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
十
八
日
）

照
會
第
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貴
前
任
大
臣
照
會
�
接
准
�
�
日
本
慶
應
義
塾
留
學
員
中
�
遭
故
實
病
人
�
駐
日
公
館
�
訓
令
�
�
趕
速
�
返
國
�
�
�
�
	



此
�
准
�
�
駐
日
公
館
�
已
經
訓
令
�
�
�
�

慶
應
義
塾
學
員
中
�
朴
（
1
）

完
緖
�
朴
（
2
）

正
善
�
�
俱
有
身
病
�
�
不
得
不
回
國

調
病
�
�
�
�
駐
日
公
館
�
亦
將
訓
令
�
�
使
之
返
國
�
�
�
�
�
�

貴
部
�
知
照
�
�
�
�
�
敝
部
�
擅
自
�
�
�
有
難
�
�
�
玆
�
照
會
�
�
�

照
亮
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
十
一
月
三
日

外
部
大
臣
金
允
植

學
部
大
臣
李
道
宰
閣
下

学
部
の
前
任
大
臣
か
ら
の
照
会
に
は
「
日
本
慶
應
義
塾
の
留
学
員
中
、
病
気
で
学
業
の
継
続
が
難
し
い
人
た
ち
を
、
駐
日
公
館
に

対
し
て
訓
令
し
、
速
や
か
に
帰
国
さ
せ
る
よ
う
」
と
あ
っ
た
た
め
、
駐
日
公
館
に
訓
令
し
た
。
慶
應
義
塾
の
学
員
中
、
朴
完
緖
と

朴
正
善
が
病
気
に
よ
り
や
む
を
得
ず
帰
国
す
る
た
め
、
駐
日
公
館
に
訓
令
し
帰
国
さ
せ
る
が
、
学
部
に
知
ら
せ
ず
外
部
が
任
意
で

処
理
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
照
会
す
る
。

注（
1
）
朴
完
緖

三
十
三
巻
参
照

（
2
）
朴
正
善

三
十
二
巻
参
照

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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三
十
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
道
宰
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
二
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
二
十
七
日
）

照
會

日
本
東
京
立
敎
大
學
校
學
生
朴
（
1
）

基
駿
李
（
2
）

龍
在
�
東
京
島
貫
方
�
學
生
姜
（
3
）

璟
熙
高
（
4
）

羲
駿
�
九
州
熊
本
縣
�
學
生
玄
（
5
）

公
廉
慎
（
6
）

順
晠
六
人

�
上
年
冬
�
自
敝
部
�
次
第
派
遣
�
�
已
久
�
�
	


學
業
�
勉
勵
�
�
成
就

望
�
有
�
�
�
�
官
費
生
�
未
付
�
�
向
隅

之
歎
�
不
無
�
�
�
學
資
�
�
不
可
不
一
體
撥
給
�
�
事
宜
妥
當
�
�
�

貴
部
�
�
駐
日
公
使
館
�
訓
令
�
�
�
此
由
�
日
本
慶
應
義
塾
�
說
明
施
行
�
�
�
�
使
該
學
員
六
人
�
�
各
其
仍
舊
�
前
塾

�
留
學
�
�
�
六
人

學
資
�
�
自
慶
應
義
塾
�
�
各
其
該
學
堂
所
入
浮
費
�
依
�
�
量
宜
撥
下
�
�
不
足
之
歎
�
無
�
�
�

可
�
�
玆
�
照
會
�
�
�

照
亮
�
�
�
此
�
准
�
�
施
行
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
二
日

學
部
大
臣
李
道
宰

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

【
開
国
五
百
四
年
十
一
月
十
三
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
二
十
八
日
）
に
駐
日
代
理
公
使
李
台
稙
宛
外
部
大
臣
金
允
植
差
出
文
書

（『
近
世
日
本
研
究
』
三
十
三
巻
三
六
八
頁
〜
掲
載
）
参
照
】
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注（
1
）
朴
基
駿
（
2
）
李
龍
在
（
3
）
姜
璟
熙
（
4
）
高
羲
駿
（
5
）
玄
公
廉
（
6
）
慎
順
晠

各
人
物
に
つ
い
て
は
三
十
三

巻
参
照

三
十
一
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
學
部
大
臣
李
道
宰
差
出

―
―
開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
二
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
二
十
七
日
）

照
會
第
二
十
一
號

日
本
慶
應
義
塾
�
派
遣
�
留
學
員
中
嚴
（
1
）

柱
一
朴
（
2
）

炳
憲
�
實
病
�
有
�
�
劉
（
3
）

文
相
�
遭
故
�
�
學
業
勉
勵
�
注
意
�
�
�
	
�


�

貴
部
�
�
駐
日
公
館
�
訓
令
�
�
該
塾
�
轉
通
�
�
病
�
虛
實
�
査
探
�
後
遭
故
學
員

�
�
返
國
�
�
�
�
可
�
�
玆
�
照

會
�


�

照
亮
�
�
�
施
行
�
�
�
要
�

開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
二
日

學
部
大
臣
李
道
宰

外
部
大
臣
金
允
植
閣
下

日
本
慶
應
義
塾
に
派
遣
し
た
留
学
生
中
、
嚴
柱
一
・
朴
炳
憲
は
病
気
で
あ
り
、
劉
文
相
は
親
の
喪
の
た
め
学
業
に
精
進
が
で
き
な

い
。
外
部
は
駐
日
公
使
館
に
訓
令
し
て
慶
應
義
塾
に
伝
え
、
病
気
の
虚
実
を
調
べ
た
う
え
で
、
喪
が
あ
る
学
生
と
一
緒
に
帰
国
さ

せ
る
こ
と
。

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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注（
1
）
嚴
柱
一
（
2
）
朴
炳
憲

嚴
柱
一
と
朴
炳
憲
の
病
気
に
つ
い
て
は
、
開
国
五
百
四
年
十
月
十
六
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
三
十
一

日
）
付
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出
文
書
（『
近
代
日
本
研
究
』
三
十
二
巻
二
三
七
頁
〜
掲
載
）
参
照
。

（
3
）
劉
文
相

三
十
二
巻
参
照

Ⅱ
「
駐
日
公
使
館
日
記
」

原
文

�
�
�
�
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訳
文
＊
年
月
は
〈

〉
を
補
い
簡
略
化
し
た
。

〈
建
陽
元
（
一
八
九
六
）
年
六
月
〉

七
日

日
曜

晴

ま
た
（
外
部
か
ら
の
訓
令
で
）、
慶
應
義
塾
留
学
生
の
成
績

評
価
全
権
委
任
書
の
成
案
が
送
ら
れ
て
く
る
。

ま
た
（
同
訓
令
に
よ
れ
ば
）、
留
学
生
十
二
人
が
親
の
病
気

看
護
を
理
由
に
帰
国
を
求
め
た
た
め
、
ま
も
な
く
帰
国
さ
せ

る
と
の
事
。

ま
た
（
同
訓
令
に
よ
れ
ば
）、
留
学
生
と
士
官
に
支
払
っ
た

食
費
旅
費
等
が
夥
多
で
、
本
公
館
の
費
用
が
不
足
す
る
に

至
っ
た
事
に
つ
い
て
は
、
既
に
度
支
部
と
学
部
に
は
照
会
し

た
と
の
事
。

十
三
日

土
曜

晴

慶
應
義
塾
塾
長
に
文
書
を
送
る
。
今
月
七
日
に
到
着
し
た
外

部
大
臣
か
ら
の
訓
令
に
よ
れ
ば
、
留
学
生
中
申
海
永
、
金
鎔

濟
、
金
重
韓
、
尹
邦
鉉
、
玄
学
圭
、
金
益
南
、
韓
萬
原
、
朴

正
銑
、
卞
志
完
、
陳
熙
星
、
金
萬
基
、
/
熙
峻
等
十
二
人
の

親
の
病
気
が
重
篤
で
あ
る
た
め
、
帰
国
さ
せ
る
事
を
伝
え

る
。

十
四
日

日
曜

陰

慶
應
義
塾
塾
長
か
ら
返
書
が
届
く
。
貴
国
留
学
生
の
親
の
病

気
に
よ
る
帰
国
の
件
は
承
知
し
た
、
し
か
る
べ
く
処
理
し
再

度
報
告
す
る
と
あ
っ
た
。

十
八
日

木
曜

晴

（
外
部
に
申
呈
し
）
慶
應
義
塾
留
学
生
中
申
海
永
等
十
二
名

を
間
も
な
く
帰
国
さ
せ
る
事
を
該
塾
に
知
ら
せ
、
該
塾
か
ら

し
か
る
べ
く
処
理
し
再
度
報
告
す
る
と
返
信
を
受
け
た
こ
と

を
伝
え
る
。

二
十
二
日

月
曜

陰

外
部
に
申
を
送
る
。
士
官
成
暢
基
等
五
人
は
、
士
官
学
校
を

既
に
退
学
し
た
と
知
ら
せ
て
き
た
が
、
士
官
趙
義
範
は
一
人

私
費
で
修
学
し
、
卒
業
ま
で
帰
国
し
な
い
と
言
う
。
今
回
手
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形
で
七
百
八
十
元
を
銀
行
か
ら
借
り
て
、
士
官
等
の
学
費
お

よ
び
帰
国
旅
費
を
計
算
し
、
支
給
す
る
事
を
伝
え
る
。

二
十
七
日

土
曜

晴

外
部
に
電
を
送
る
。
慶
應
義
塾
学
生
百
十
五
名
は
す
で
に
退

学
し
た
。
帰
国
費
用
の
計
画
書
を
即
時
送
る
と
伝
え
る
。

〈
七
月
〉

四
日

土
曜

雨

外
部
に
電
を
送
る
。
士
官
お
よ
び
学
徒
の
帰
国
費
用
の
件
で

繰
り
返
し
電
を
送
っ
た
が
、
返
信
が
な
い
。
経
費
が
絶
え
問

題
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
計
画
書
を
送
る
こ
と
を
伝
え
る
。

五
日

日
曜

朝
雨
晩
晴

外
部
か
ら
電
が
届
く
。
四
か
月
分
の
学
費
と
帰
国
費
用
を
訓

令
付
き
で
郵
送
す
る
。
士
官
学
費
は
先
日
軍
部
が
送
っ
た
も

の
を
待
っ
て
充
当
し
、
経
費
は
一
定
の
基
準
を
も
っ
て
計
算

す
る
事
と
あ
っ
た
。

十
日

�
曜

晴

大
学
校
卒
業
生
徒
た
ち
の
証
書
授
与
式
を
参
観
す
る
。

十
一
日

土
曜

晴

（
外
部
か
ら
の
訓
令
）
第
二
十
一
号
に
よ
る
と
、
義
和
君
お

よ
び
学
生
た
ち
の
帰
国
費
用
の
概
算
は
一
千
七
百
六
十
元
で

あ
り
、
学
部
か
ら
来
た
文
書
に
基
づ
き
、
訓
令
を
添
え
た
手

形
を
送
る
の
で
、
照
諒
し
て
受
け
取
っ
た
後
、
迅
速
に
処
理

す
べ
き
と
の
事
。

ま
た
、
二
十
二
号
に
よ
る
と
、
学
徒
の
必
要
経
費
が
調
達
で

き
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
。
試
験
に
よ
る
学
徒
選
抜
の
事

は
既
に
訓
知
し
た
。
尚
（
学
徒
達
の
）
帰
国
が
遅
れ
る
事
に

対
し
て
学
部
か
ら
訓
令
が
届
き
、
迅
速
に
処
理
す
べ
き
と
の

事
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
二
十
三
号
に
よ
る
と
、
留
学
士
官
六
人
の
学
資
金
七

百
八
十
元
は
既
に
送
っ
た
。
延
滞
を
さ
せ
ず
即
時
帰
国
さ
せ

る
と
の
事
。

ま
た
、
二
十
四
号
に
よ
る
と
、
学
生
達
の
四
か
月
分
の
学
費

は
八
千
元
で
あ
り
、
学
部
か
ら
受
取
後
、
該
学
校
を
退
学
し

た
生
徒
は
迅
速
に
送
還
す
べ
き
と
の
事
。

二
十
日

月
曜

朝
雨
大
風
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外
部
か
ら
電
が
届
く
。
先
日
の
十
九
号
訓
令
に
お
い
て
、
外

務
省
の
回
答
次
第
で
学
徒
費
用
を
徴
収
す
る
と
あ
り
、
ま
た

義
和
君
及
び
学
徒
の
去
就
と
帰
国
に
関
し
て
は
、
後
詳
細
に

示
す
と
あ
っ
た
。

外
部
に
申
第
二
十
号
を
送
る
。
七
月
七
日
の
申
呈
第
十
七
号

で
加
額
請
求
を
呈
報
し
た
が
、
七
月
の
経
費
を
充
当
す
る
す

べ
が
な
く
、
借
款
か
ら
一
千
百
九
十
四
元
四
十
戔
四
厘
を
充

当
す
る
と
伝
え
る
。

ま
た
、
申
復
第
十
七
号
を
送
る
。
義
和
君
及
び
学
徒
の
帰
国

費
用
は
確
か
に
受
け
取
っ
た
の
で
、
公
館
で
使
用
を
確
認
し

て
報
告
す
る
と
伝
え
る
。

ま
た
、
申
復
第
十
八
号
を
送
る
。
学
徒
の
選
抜
の
件
で
、
本

公
使
赴
任
後
相
談
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
該
塾
は
応
ぜ
ず
、

こ
の
旨
を
学
部
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
伝
え
る
。

ま
た
、
申
復
第
十
九
号
を
送
る
。
学
資
の
電
換
を
確
か
に
受

け
取
っ
た
。
し
ば
ら
く
執
行
を
留
め
、
派
遣
さ
れ
た
学
徒
の

費
用
を
細
密
に
検
討
し
た
後
、
該
票
を
用
い
て
支
払
う
事
に

す
る
と
伝
え
る
。

二
十
一
日

火
曜

大
風
驟
雨

外
務
大
臣
を
訪
問
す
る
。
外
部
大
臣
訓
令
と
談
判
草
案
に
基

づ
き
、
昨
年
八
月
二
十
日
の
禍
変
に
つ
い
て
論
弁
す
る
。

外
部
に
電
信
を
送
る
。
外
務
省
は
会
議
で
政
府
へ
速
答
す
る

と
言
う
。
学
徒
の
周
旋
お
よ
び
義
和
君
の
帰
国
は
ま
だ
し
ば

ら
く
決
ま
ら
な
い
。（
不
足
の
）
学
資
は
届
い
た
。
以
上
を

伝
え
る
。

〈
八
月
〉

一
日

土
曜

晴

慶
應
義
塾
塾
長
に
文
書
を
送
る
。
今
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で

の
留
学
生
学
資
金
、
四
か
月
分
五
千
九
百
三
十
八
元
六
十
九

戔
三
厘
を
、
貴
塾
の
計
算
帳
簿
に
従
っ
て
払
っ
た
。
向
後
の

学
資
は
、
本
公
使
と
貴
塾
長
が
考
査
し
た
人
数
分
の
各
学
校

の
正
規
費
を
、
我
が
学
部
に
知
ら
せ
て
準
備
さ
せ
、
義
塾
は

そ
れ
を
迅
速
に
処
理
す
べ
き
と
伝
え
る
。

八
日

土
曜

晴

慶
應
義
塾
塾
監
益
田
英
次
が
来
て
留
学
生
の
事
を
相
談
し
た
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が
、
結
論
が
出
な
か
っ
た
。

十
三
日

木
曜

晴

外
部
に
申
を
送
る
。
慶
應
義
塾
留
学
生
の
黜
陟
の
事
で
し
ば

し
ば
該
塾
と
相
談
し
て
い
る
が
、
未
だ
結
着
を
み
な
い
。
先

月
学
部
か
ら
送
っ
て
き
た
八
千
元
の
内
五
千
九
百
三
十
八
元

六
十
九
戔
三
厘
で
、
今
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
該
塾
が
先
に

用
い
た
学
資
を
清
算
し
た
。
該
塾
塾
監
が
持
っ
て
来
た
、
学

費
の
加
額
請
求
の
意
を
示
し
た
抄
案
に
つ
い
て
は
話
合
う
。

以
上
の
内
容
を
送
る
。

三
十
一
日

月
曜

晴

外
部
か
ら
訓
令
第
二
十
九
号
が
来
る
。
慶
應
義
塾
留
学
生
魚

瑢
善
の
親
の
病
気
が
深
刻
な
た
め
、
帰
国
が
必
要
と
の
事
。

〈
九
月
〉

十
一
日

�
曜

晴

外
部
か
ら
訓
令
第
三
十
号
が
届
く
。
慶
應
義
塾
留
学
生
一
人

当
た
り
四
十
元
ず
つ
五
十
人
分
の
予
備
金
計
二
千
元
、
お
よ

び
一
年
間
の
学
資
金
の
支
払
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
通
り

に
支
払
う
こ
と
が
難
し
い
。
従
来
の
計
画
に
お
い
て
万
が
一

問
題
が
発
生
す
る
場
合
、
選
抜
し
た
五
十
名
を
各
専
門
学
校

に
派
遣
す
る
こ
と
も
難
し
く
、
一
斉
送
還
の
ほ
か
方
法
が
な

い
と
の
事
。

慶
應
義
塾
塾
長
に
公
文
を
送
る
。
外
部
大
臣
第
三
十
号
訓
令

に
よ
り
駐
日
公
使
が
辞
意
す
る
と
の
こ
と
を
伝
え
る
。

慶
應
義
塾
塾
監
益
田
英
次
が
来
て
、
留
学
生
の
志
願
に
随
っ

て
各
専
門
学
校
に
送
る
事
を
旨
と
す
る
草
案
に
つ
い
て
相
談

す
る
。

十
二
日

土
曜

雨

外
部
大
臣
西
園
寺
に
公
文
を
送
る
。
弊
国
留
学
生
六
人
が
慶

應
義
塾
普
通
科
を
既
に
卒
業
し
、
将
来
各
専
門
学
校
へ
の
進

学
を
望
ん
で
い
る
。
各
人
の
志
望
先
を
別
途
添
付
す
る
の

で
、
貴
大
臣
か
ら
各
学
校
へ
の
伝
飭
を
願
う
事
を
伝
え
る
。

十
九
日

土
曜

晴

外
部
大
臣
西
園
寺
に
公
文
を
送
る
。
弊
国
留
学
生
三
人
が
慶

應
義
塾
普
通
科
を
既
に
卒
業
し
、
将
来
各
専
門
学
科
へ
の
進

学
を
望
ん
で
い
る
。
各
人
の
志
望
先
を
別
途
添
付
す
る
の

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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で
、
貴
大
臣
か
ら
各
所
管
へ
の
伝
飭
を
願
う
。

〈
十
月
〉

九
日

�
曜

晴

外
務
省
か
ら
公
文
が
届
く
。
貴
国
留
学
生
安
衡
中
等
六
人
が

各
専
門
学
校
に
入
学
し
た
事
を
聞
い
て
、
す
ぐ
に
当
該
官
庁

に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
結
果
、
安
衡
中
外
一
名
は
紡
績
志

望
の
た
め
東
京
工
業
学
校
を
希
望
し
て
い
る
が
、
該
学
校
の

現
行
規
定
で
は
毎
週
一
時
間
講
義
を
聞
く
他
に
実
学
課
程
が

な
い
た
め
、
該
人
の
希
望
を
叶
え
が
た
い
。
崔
永
植
外
一
名

の
志
望
学
科
は
困
難
で
は
な
い
が
、
当
該
者
の
学
力
が
不
足

し
、
在
学
生
と
同
じ
授
業
を
受
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
授
業

を
特
設
し
、
修
学
の
便
宜
を
図
る
。
ま
た
玄
槶
外
一
名
は
東

京
郵
便
電
信
学
校
に
入
学
を
志
望
し
て
い
る
が
、
許
可
は
出

せ
な
い
、
但
聴
講
生
と
し
て
一
年
生
と
共
に
授
業
を
と
る
こ

と
は
許
す
と
の
事
。

十
日

土
曜

晴

ま
た
（
外
務
省
か
ら
の
公
文
に
よ
る
と
）、
貴
国
留
学
生
金

明
集
等
三
人
が
鉄
道
、
郵
便
、
電
信
事
務
の
見
習
を
志
望
し

て
い
る
件
で
、
即
時
該
所
管
に
文
書
を
送
っ
て
便
宜
を
図
っ

て
教
授
す
る
よ
う
伝
え
、
郵
便
、
電
信
事
務
は
東
京
郵
便
電

信
局
に
、
鉄
道
事
務
は
鉄
道
局
運
輸
課
に
就
学
さ
せ
て
教
え

る
よ
う
に
す
る
。

二
十
�
日

月
曜

晴

外
務
省
か
ら
ふ
た
た
び
公
文
が
届
く
。
貴
国
留
学
生
全
泰

興
、
尹
世
庸
、
�
敬
承
、
洪
仁
杓
の
四
名
が
既
に
慶
應
義
塾

普
通
科
を
卒
業
し
、
各
専
門
学
校
に
進
学
を
志
望
し
て
い
る

件
で
、
即
時
該
所
管
に
文
書
を
送
っ
て
入
学
で
き
る
よ
う
に

便
宜
を
図
っ
た
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。

〈
十
一
月
〉

二
日

火
曜

晴
〈
十
月
二
十
六
日
と
同
じ
文
章
〉

〈
十
二
月
〉

二
十
四
日

木
曜

晴

外
務
大
臣
大
隈
重
信
及
び
ロ
シ
ア
公
使
シ
ュ
ペ
イ
エ
ル
、
福
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沢
諭
吉
の
も
と
を
挨
拶
の
た
め
訪
問
す
る
。

注（
1
）
黜
陟

辞
書
の
意
味
は
、「
功
無
き
者
を
し
り
ぞ
け
、
功

有
る
者
を
用
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
学
生
、
五
十

名
の
精
選
の
こ
と
を
指
す
。

一
八
九
六
年
の
学
部
照
会
第
十
三
号
に
よ
る
と
、
一
八
九

六
年
四
月
四
日
現
在
慶
應
義
塾
の
留
学
生
は
百
三
十
六
名
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
「
学
業
を
篤
攻
し
、
品
行
が
端
正

な
」
者
五
十
名
を
精
選
し
、
慶
應
義
塾
及
び
他
専
門
学
校
に

留
学
さ
せ
、
ま
た
残
り
の
者
た
ち
は
郵
逓
及
び
電
信
学
校
等

に
分
送
修
業
さ
せ
、
三
〜
四
ヵ
月
内
で
速
成
し
た
後
、
即
時

帰
国
さ
せ
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。
黜
陟
は
、
五
十
名
の
学

生
を
選
抜
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
2
）
申
海
永

三
十
三
巻
参
照

（
3
）
金
鎔
濟

三
十
二
巻
参
照

（
4
）
金
重
漢

一
八
九
五
年
五
月
、
十
六
歳
で
慶
應
義
塾
に
入

学
し
た
。
農
商
工
部
大
臣
金
金
嘉
鎭
の
長
男
。

（
5
）
尹
邦
鉉

一
八
七
七
年
一
月
三
十
日
生
漢
城
生
ま
れ
。
一

八
九
五
年
五
月
、
十
八
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
八

九
六
年
七
月
帰
国
後
、
農
商
工
部
技
師
、
内
部
会
計
局
長
、

漢
城
裁
判
所
判
事
等
を
歴
任
し
た
。

（
6
）
玄
學
圭

一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に

入
学
し
た
。

（
7
）
金
益
南

三
十
二
巻
参
照

（
8
）
韓
萬
原

韓
萬
源
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
歳
で
慶
應

義
塾
に
入
学
し
た
。
そ
の
後
商
船
学
校
に
入
学
し
、
一
九
〇

一
年
機
関
科
を
卒
業
後
帰
国
し
た
。

（
9
）
朴
正
銑

一
八
六
九
年
漢
城
生
ま
れ
。
一
八
九
五
年
六

月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
八
九
八
年
七

月
普
通
科
卒
業
後
、
九
月
東
京
高
等
工
業
学
校
入
学
し
た
。

一
八
九
九
年
卒
業
後
、
群
馬
縣
森
山
染
織
工
場
演
習
を
経

て
、
一
九
〇
〇
年
十
月
帰
国
し
た
。
帰
国
後
、
商
工
学
校
教

官
、
駐
日
公
使
館
三
等
参
書
官
、
度
支
部
建
築
所
事
務
官
等

を
歴
任
し
た
。

（
10
）
卞
志
完

三
十
二
巻
参
照

（
11
）
陳
熙
星

三
十
二
巻
参
照

（
12
）
金
萬
基

一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に

入
学
し
た
。

（
13
）
�
熙
峻

三
十
三
巻
参
照

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）

397



（
14
）
成
暢
基

三
十
二
巻
参
照

（
15
）
趙
義
範

一
八
九
五
年
当
時
副
尉
（
武
官
階
級
の
一
つ
）

で
あ
っ
た
。
同
年
八
月
十
四
日
、
高
宗
か
ら
日
本
留
学
を
命

じ
ら
れ
、
訓
練
隊
士
官
と
し
て
渡
日
。
一
八
九
八
年
の
時
点

で
は
日
本
で
見
習
士
官
と
な
っ
て
い
た
。
一
八
九
九
年
九
月

二
十
六
日
帰
国
。

（
16
）
電
換

電
信
に
よ
る
郵
便
為
替
の
こ
と
。

（
17
）
義
和
君

三
十
二
巻
参
照

（
18
）
考
試
選
擇
一
事

黜
陟
（
注
（
1
））
の
こ
と

（
19
）
禍
變

王
妃
殺
害
事
件
（
乙
未
事
変
）
の
こ
と

（
20
）
益
田
英
次

三
十
三
巻
参
照

（
21
）
魚
瑢
善

一
八
六
八
年
、
あ
る
い
は
一
八
六
九
年
漢
城
生

ま
れ
。
一
八
九
五
年
五
月
、
慶
應
義
塾
に
入
学
す
る
が
、
入

社
帳
に
は
当
時
二
十
五
歳
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
一

八
九
六
年
東
京
専
門
学
校
で
政
治
経
済
学
を
学
び
、
大
蔵
省

と
日
本
中
央
金
庫
で
見
習
を
経
て
、
一
八
九
八
年
十
月
帰

国
。
帰
国
後
、
中
枢
院
議
官
、
私
立
光
興
学
校
及
び
私
立
普

昌
学
校
の
校
監
兼
教
師
視
務
に
勤
め
た
。

（
22
）
安
衡
中

一
八
七
〇
年
漢
城
生
ま
れ
。
一
八
九
五
年
五

月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
八
九
六
年
七

月
卒
業
後
、
九
月
に
は
東
京
高
等
工
業
学
校
に
入
学
。
一
八

九
九
年
卒
業
後
、
地
方
工
場
の
見
習
を
経
て
、
一
九
〇
〇
年

帰
国
。
帰
国
後
、
農
商
工
学
校
教
官
、
工
業
伝
習
所
技
師
を

務
め
た
。

（
23
）
東
京
工
業
学
校

現
在
の
東
京
工
業
大
学
の
前
身

（
24
）
崔
永
植

一
八
九
五
年
五
月
、
十
七
歳
で
慶
應
義
塾
に
入

学
し
た
。

（
25
）
玄
槶

一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
二
歳
で
慶
應
義
塾
に
入

学
し
た
。
日
記
の
記
事
で
は
、
東
京
郵
便
電
信
学
校
へ
の
入

学
許
可
は
下
り
な
か
っ
た
と
な
っ
て
い
る
が
、『
大
韓
帝
国

官
員
履
歴
書
』
に
よ
る
と
一
八
九
六
年
十
月
十
三
日
東
京
電

信
学
校
に
入
学
し
、
そ
の
後
一
八
九
七
年
十
一
月
二
十
日
に

は
東
京
高
等
工
業
学
校
に
入
学
、
一
八
九
九
年
七
月
に
卒
業

し
た
。
帰
国
後
官
立
農
商
工
学
校
教
官
を
務
め
た
。

（
26
）
東
京
郵
便
電
信
学
校

工
部
省
が
一
八
九
〇
年
設
置
し
た

職
員
養
成
機
関
。

（
27
）
金
明
集

一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
四
歳
で
慶
應
義
塾
に

入
学
し
た
。

（
28
）
全
泰
興

一
八
六
八
年
三
月
京
畿
道
水
原
生
ま
れ
。
一
八

九
五
年
五
月
、
二
十
七
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
卒
業
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お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
外
部
、
駐
日
公
使
館
、
学
部
の
資
料
を
互
い
に
参
照
す
れ
ば
、
留
学
生
た
ち
は
学
部
の
管
轄
下
に

あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
監
督
す
る
駐
日
公
使
館
が
外
部
の
機
関
で
あ
る
が
ゆ
え
に
文
書
の
や
り
と
り
は
か
な
り
煩
雑
で
、
現
実
を

前
に
す
ぐ
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
駐
日
公
使
館
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
特
に

金
銭
面
に
お
い
て
、
猶
予
な
く
支
払
っ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
補
填
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
リ
ス
ク
が
あ
っ
た
。

留
学
生
た
ち
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
学
部
か
ら
慶
應
義
塾
に
対
し
て
支
払
わ
れ
、
慶
應
義
塾
は
そ
こ
か
ら
授
業
料
を
受
け

後
、
警
視
庁
事
務
見
習
を
経
て
、
一
九
〇
六
年
、
平
安
南
道

観
察
府
警
務
署
摠
巡
に
任
命
さ
れ
た
。

（
29
）
尹
世
庸

尹
世
鏞
。
一
八
七
三
年
七
月
漢
城
生
ま
れ
。
一

八
九
五
年
五
月
、
二
十
三
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一

八
九
六
年
卒
業
後
、
一
八
九
六
年
七
月
二
十
九
日
ま
で
静
岡

県
庁
地
方
行
政
事
務
を
見
習
。
そ
の
後
十
一
月
に
は
外
務
省

で
各
局
課
行
政
事
務
を
研
修
し
、
一
八
九
九
年
一
〇
月
に
修

業
了
証
書
を
取
得
し
た
。

（
30
）
�
敬
承

一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
四
歳
で
慶
應
義
塾
に

入
学
し
た
。

（
31
）
洪
仁
杓

一
八
八
一
年
九
月
漢
城
生
ま
れ
。
一
八
九
五
年

五
月
、
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
慶
應
義
塾
卒
業

後
東
京
高
等
工
業
学
校
に
入
学
し
、
応
用
化
学
科
を
卒
業
し

た
。
一
九
〇
〇
年
帰
国
後
、
一
九
〇
二
年
か
ら
官
立
医
学
校

附
属
病
院
製
薬
師
と
し
て
勤
務
。
そ
の
後
農
商
工
学
校
教

官
、
陸
軍
幼
年
学
校
教
官
、
陸
軍
武
官
學
校
教
官
を
歴
任
し

た
。

（
32
）
�
�
�

当
時
駐
日
ロ
シ
ア
公
使
ア
レ
ク
セ
イ
・
ニ
コ
ラ

ビ
ッ
チ
・
シ
ュ
ペ
イ
エ
ル
（A

lexey
Nikolayevich

Shpeyer

、

一
八
五
四
―
一
九
一
六
）。
一
八
九
六
年
二
月
二
十
五
日
か

ら
一
八
九
七
年
十
一
月
六
日
ま
で
駐
日
ロ
シ
ア
代
理
公
使
を

務
め
た
。
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取
り
、
ま
た
留
学
生
た
ち
の
生
活
に
関
わ
る
諸
雑
費
も
捻
出
す
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
明
治

二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
十
月
八
日
に
発
生
し
た
乙
未
事
件
以
降
、
朝
鮮
国
内
の
政
治
情
勢
は
不
安
定
に
な
り
、
留
学
に
関
わ
る

費
用
の
拠
出
が
滞
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
Ⅰ
の
二
十
二
の
文
書
（
同
年
十
一
月
）
か
ら
は
、
喪
に
服
す
る
た
め
に
帰

国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
三
人
の
学
生
の
費
用
に
つ
い
て
、
学
部
や
公
使
館
で
は
準
備
が
で
き
な
い
の
で
、
す
で
に
慶
應

義
塾
に
渡
し
た
分
か
ら
充
て
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
Ⅱ
の
駐
日
公
使
館
日
記
の
建
陽
元
（
一
八
九
六
）
年
八
月
十
三
日
条

か
ら
は
、
学
部
か
ら
受
け
取
っ
た
額
よ
り
支
出
が
多
く
、
慶
應
義
塾
が
代
替
し
て
支
払
い
、
の
ち
に
精
算
し
て
い
る
様
子
も
窺
え

る
。当

初
特
派
大
使
と
し
て
来
日
し
た
高
宗
の
五
男
義
和
君
の
留
学
費
用
を
め
ぐ
っ
て
も
、
ど
こ
か
ら
い
く
ら
支
払
わ
れ
る
か
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
。
義
和
君
の
教
育
は
、
建
陽
元
年
一
月
二
十
八
日
に
勅
旨
を
も
っ
て
福
沢
諭
吉
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で

の
間
に
も
多
額
の
費
用
が
費
や
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
義
和
君
の
動
向
は
、
駐
日
公
使
館
日
記
に
も
散
見
さ
れ
る
。

さ
ら
に
次
第
に
親
露
派
や
親
米
派
が
力
を
得
て
、
翌
年
二
月
に
「
露
館
播
遷
」
が
行
わ
れ
、
高
宗
と
皇
太
子
は
ロ
シ
ア
公
使
館

に
居
所
を
移
し
た
。
開
化
派
が
力
を
失
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
留
学
生
派
遣
計
画
は
大
き
く
変
更
を
生
じ
、
留
学
先
も
見
直

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
財
政
的
に
厳
し
い
状
況
を
迎
え
て
、
留
学
生
た
ち
は
、
慶
應
義
塾
で
の
学
生
生
活
の
継
続
が
む
ず
か
し

く
な
っ
て
い
っ
た
。
す
で
に
前
回
紹
介
し
た
同
年
三
月
ご
ろ
の
駐
日
公
使
館
日
記
か
ら
は
、
慶
應
義
塾
に
就
学
し
て
い
る
留
学
生

の
う
ち
五
十
人
だ
け
を
選
別
し
て
残
す
と
い
う
案
に
つ
い
て
、
公
使
と
福
沢
諭
吉
、
塾
長
小
幡
篤
次
郎
と
の
間
で
話
し
合
い
を

行
っ
て
い
る
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
た
が
、
百
十
四
名
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
留
学
生
を
迎
え
て
か
ら
一
年
強
が
経
過
し
た
こ
ろ
に

は
、
駐
日
公
使
館
日
記
を
み
る
限
り
、
公
使
館
の
資
金
繰
り
は
滞
り
、
留
学
生
た
ち
は
帰
国
や
自
費
へ
の
切
り
替
え
、
新
た
な
る

留
学
先
の
模
索
な
ど
、
去
就
の
決
定
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
義
和
君
も
建
陽
二
年
五
月
に
な
る
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と
、
突
如
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
こ
と
に
な
り
、
福
沢
が
朝
鮮
宮
内
府
に
詰
問
す
る
書
簡
の
案
文
も
残
っ
て
い
る
（『
福
沢
諭
吉

書
簡
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。

ま
た
女
子
の
留
学
生
に
つ
い
て
、
前
回
は
『
入
社
帳
』
に
唯
一
記
載
さ
れ
て
い
る
女
性
、
金
蘭
史
に
関
す
る
資
料
の
み
を
取
り

上
げ
た
が
、
今
回
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
他
の
女
子
留
学
生
に
つ
い
て
の
文
書
も
参
考
と
し
て
掲
げ
た
。
前

回
に
も
述
べ
た
金
蘭
史
が
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
日
本
に
留
学
し
た
か
に
関
す
る
「
駐
日
來
去
案
」
と
「
駐
日
公
使
館
日

記
」
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
今
後
は
、
金
蘭
史
の
夫
で
あ
る
河
相
驥
の
よ
う
な
年
配
者
や
、
今
回
Ⅰ
で
掲
げ
た
資
料
に

も
時
折
登
場
す
る
再
入
学
者
た
ち
の
動
向
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慶
應
義
塾
へ
の
留
学
生
の
多
様
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

参
考
資
料

次
に
掲
げ
る
表
は
、『
交
詢
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
交
詢
社
員
姓
名
録
」
か
ら
、
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
か
ら
三
十
四
年
ま
で
の
期
間

（
福
沢
諭
吉
存
命
中
）
の
韓
国
在
住
者
社
員
の
姓
名
・
住
所
・
肩
書
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
六
年
ま
で
は
「
国
分
姓
名
録
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
漏
れ
も
あ
り
、
住
所
が
朝
鮮
と
な
っ
て
い
る
人
物
を
抽
出
し
た
。
な
お
兪
吉
濬
に
つ
い
て
は
明
治
三
十
年
か
ら
は
「
井

上
邸
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
継
続
し
て
掲
載
し
た
。

＊
姓
名
録
は
原
則
と
し
て
一
行
目
に
住
所
、
二
行
目
に
肩
書
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
入
力
し
た
。
区
分
は
不
統
一
な
部
分

は
あ
る
が
、
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ま
ま
と
し
た
。

＊
安
田
楠
次
郎
は
明
治
十
九
年
の
記
載
は
安
田
楠
二
郎
、
朴
琪
琮
は
明
治
十
九
年
以
降
「
琮
」
の
字
が
サ
ン
ズ
イ
に
宗
と
な
り
、
浜
田
辰
之

助
は
明
治
二
十
三
年
か
ら
浜
口
辰
之
助
と
な
っ
て
い
る
。
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朝
鮮
国
社
員

年

所
属

住
所

肩
書

氏
名

明
治
13
年

朝
鮮
国
釜
山
浦
第
一
銀
行
支
店

役
員

志
賀
直
温

朝
鮮
国
釜
山
浦
日
本
公
館

外
務
省
属
官

直
井
鋋
吉

朝
鮮
国
釜
山
浦
三
菱
会
社
支
店

支
配
人

川
淵
正
幹

東
京
神
田
区
佐
柄
木
町
11
番
地

朝
鮮
釜
山
浦
第
一
銀
行
支
店
頭
取

増
田
充
績

明
治
14
年

釜
山
浦
社
員

朝
鮮
国
釜
山
浦
第
一
銀
行
支
店

第
一
銀
行
役
員

大
橋
半
七
郎

朝
鮮
釜
山
浦
三
菱
会
社
出
張
所

支
配
人

川
淵
正
幹

朝
鮮
国
釜
山
浦
第
一
銀
行
支
店

支
店
頭
取

増
田
充
績

朝
鮮
国
釜
山
浦
第
一
銀
行
支
店

役
員

志
賀
直
温

元
山
津
社
員

朝
鮮
国
元
山
津
第
一
銀
行
支
店

第
一
銀
行
役
員

宇
都
宮
綱
条

朝
鮮
国
元
山
津
日
本
領
事
館

惣
領
事

前
田
献
吉

朝
鮮
国
元
山
津
三
菱
会
社

三
菱
会
社
員

榊
茂
夫

明
治
15
年

元
城
華
開
洞

朝
鮮
国
京
城
華
開
洞

魚
允
中

釜
山
浦

朝
鮮
国
釜
山
浦
第
一
国
立
銀
行
支
店

銀
行
役
員

大
橋
半
七
郎

朝
鮮
国
釜
山
浦
三
菱
会
社
支
店

支
配
人

川
淵
正
幹

朝
鮮
国
釜
山
浦
第
一
銀
行
支
店

役
員

志
賀
直
温

元
山
津

朝
鮮
国
成
鏡
道
元
山
津
第
一
銀
行

支
店
役
員

宇
都
宮
綱
条

朝
鮮
国
元
山
津
日
本
領
事
館

総
領
事

前
田
献
吉

明
治
16
年

京
城

朝
鮮
国
京
城

英
学
者

井
上
角
五
郎

朝
鮮
国
釜
山
開
居

朴
琪
琮

朝
鮮
国
京
城

英
学
者

高
橋
正
信

朝
鮮
国
京
城

牛
場
卓
造

朝
鮮
国
京
城

朝
鮮
太
夫
前
直
長

鄭
秉
夏
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明
治
16
年

朝
鮮
国
京
城
華
開
洞

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

朝
鮮
国
宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

元
山
津

朝
鮮
国
元
山
津
日
本
領
事
館

惣
領
事

前
田
献
吉

朝
鮮
国
元
山
津
三
菱
支
店

支
配
人

山
田
季
治

釜
山
浦

朝
鮮
国
釜
山
浦
第
一
銀
行
支
店
詰

役
員

大
橋
半
七
郎

仁
川
府

朝
鮮
国
仁
川
府
日
本
領
事
館

領
事

近
藤
真
鋤

明
治
17
年

京
城

朝
鮮
国
京
城

井
上
角
五
郎

朝
鮮
国
京
城

朝
散
太
夫
前
直
長

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城
華
開
洞

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

釜
山
浦

朝
鮮
国
釜
山
浦
本
町
1
丁
目

遷
有
商
社
支
店

朴
琪
琮

朝
鮮
国
釜
山
浦
第
一
銀
行
支
店
詰

役
員

大
橋
半
七
郎

朝
鮮
国
釜
山
浦
西
町
本
願
寺
別
院
内

散
斯
克
学
者

太
田
祐
慶

朝
鮮
国
釜
山
浦
三
菱
会
社
支
店

支
配
人

山
田
季
治

朝
鮮
国
釜
山
浦
本
町
浜
田
商
社

安
田
楠
次
郎

朝
鮮
国
元
山
津
日
本
領
事
館

惣
領
事

前
田
献
吉

明
治
18
年

京
城

朝
鮮
国
京
城

井
上
角
五
郎

朝
鮮
国
京
城

朝
散
大
夫
前
直
長

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元
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年

所
属

住
所

肩
書

氏
名

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

明
治
18
年

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

釜
山
浦

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
琮

朝
鮮
国
釜
山
浦
西
町
本
願
寺
別
院
内

散
斯
克
学
者

太
田
祐
慶

朝
鮮
国
釜
山
浦
三
菱
会
社
支
店

支
配
人

山
田
季
治

朝
鮮
国
仁
川
港
浜
田
商
店

安
田
楠
次
郎

朝
鮮
釜
山
浦
日
本
領
事
館

総
領
事

前
田
献
吉

明
治
19
年

京
城

朝
鮮
国
京
城

井
上
角
五
郎

朝
鮮
京
城
外
務
衙
門

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
京
城

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

釜
山
浦

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
釜
山
浦
西
町
本
願
寺
別
院
内

散
斯
克
学
者

太
田
祐
慶

長
崎
港
日
本
郵
船
会
社
支
店

支
配
人

山
田
季
治

朝
鮮
国
釜
山
浦
日
本
領
事
館

総
領
事

前
田
献
吉

仁
川

朝
鮮
国
仁
川
港

安
田
楠
二
郎

明
治
20
年
仁
川

朝
鮮
国
仁
川
日
本
郵
船
会
社

役
員

村
井
信
晴
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明
治
20
年

京
城

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

朝
鮮
京
城

朝
鮮
政
府
雇

小
川
完

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

釜
山

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
田
辰
之
助

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
釜
山
浦
西
町
本
願
寺
別
院
内

散
斯
克
学
者

太
田
祐
慶

長
崎
港
日
本
郵
船
会
社
支
店

支
配
人

山
田
季
治

朝
鮮
国
釜
山
浦
日
本
領
事
館

総
領
事

前
田
献
吉

元
山

朝
鮮
国
釜
元
山
日
本
領
事
館

領
事

渡
辺
脩

朝
鮮
国
元
山
津
郵
船
会
社
支
店

社
員

山
本
達
雄

明
治
21
年

仁
川

朝
鮮
国
仁
川
日
本
郵
船
会
社

役
員

村
井
信
晴

京
城

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

朝
鮮
京
城

小
川
実

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
国
京
城

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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年

所
属

住
所

肩
書

氏
名

釜
山

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
田
辰
之
助

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

明
治
21
年

朝
鮮
国
釜
山
浦
日
本
領
事
館

総
領
事

前
田
献
吉

朝
鮮
釜
山
日
本
郵
船
会
社

社
員

間
利
子
八
五
郎

朝
鮮
釜
山
郵
便
電
信
局

技
手

二
橋
季
男

元
山

朝
鮮
国
元
山
日
本
領
事
館

領
事

渡
辺
脩

明
治
22
年

京
城

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
田
辰
之
助

朝
鮮
国
京
城
居
住

小
川
実

朝
鮮
国
元
山
日
本
領
事
館

領
事

渡
辺
脩

朝
鮮
釜
山
郵
便
電
信
局

二
橋
季
男

朝
鮮
国
仁
川
港
本
町
第
18
号

第
一
銀
行
支
配
人

江
南
哲
夫

明
治
23
年

京
城

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中
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明
治
23
年

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
京
城

小
川
実

朝
鮮
国
釜
山
日
本
郵
船
会
社
支
店

支
配
人

大
橋
淡

朝
鮮
国
元
山
領
事
館
詰

領
事
代
理

久
水
三
郎

朝
鮮
国
仁
川
港
本
町
第
18
号

第
一
銀
行
支
配
人

江
南
哲
夫

明
治
24
年

京
城

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
国
京
城

穂
積
寅
九
郎

朝
鮮
京
城

小
川
実

朝
鮮
国
釜
山
日
本
郵
船
会
社
支
店

支
配
人

大
橋
淡

朝
鮮
国
元
山
領
事
館
詰

領
事
代
理

久
水
三
郎

朝
鮮
国
仁
川
港
本
町
第
18
号

第
一
銀
行
支
配
人

江
南
哲
夫

明
治
25
年
京
城

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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年

所
属

住
所

肩
書

氏
名

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
京
城

金
鶴
羽

明
治
25
年

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
京
城
校
洞

典
図
局
役
員

小
川
実

朝
鮮
釜
山
郵
便
電
信
局

二
橋
季
男

朝
鮮
国
元
山
領
事
館
詰

領
事
代
理

久
水
三
郎

朝
鮮
国
仁
川
港
本
町
第
18
号

第
一
銀
行
支
配
人

江
南
哲
夫

明
治
26
年

京
城

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

宣
略
将
軍

金
鏞
元

朝
鮮
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
京
城
校
洞

小
川
実

朝
鮮
国
京
城

弁
理
公
使

大
石
正
己
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明
治
26
年

朝
鮮
釜
山
郵
便
電
信
局

二
橋
季
男

朝
鮮
国
元
山
領
事
館
詰

領
事
代
理

久
水
三
郎

明
治
27
年

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
元
山
郵
船
株
式
会
社
支
店

村
井
信
晴

朝
鮮
国
釜
山
郵
便
電
信
局

二
橋
季
男

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

金
鶴
羽

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
元
山
領
事
館
詰

領
事
代
理

久
水
三
郎

明
治
28
年

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
京
城

白
喆
鏞

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
元
山
郵
船
株
式
会
社
支
店

村
井
信
晴

朝
鮮
国
仁
川
港
日
本
郵
船
会
社
支
店

役
員

楠
本
武
俊

朝
鮮
国
釜
山
郵
便
電
信
局

二
橋
季
男

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

魚
允
中

朝
鮮
国
京
城

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

金
鶴
羽

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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年

所
属

住
所

肩
書

氏
名

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

明
治
28
年

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
元
山
領
事
館
詰

領
事
代
理

久
水
三
郎

明
治
29
年

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
元
山
郵
船
株
式
会
社
支
店

村
井
信
晴

朝
鮮
国
仁
川
港
日
本
郵
船
会
社
支
店

役
員

楠
本
武
俊

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

金
鏞
元

朝
鮮
国
京
城

紳
士

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
元
山
領
事
館
詰

領
事
代
理

久
水
三
郎

明
治
30
年

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
元
山
郵
船
株
式
会
社
支
店

村
井
信
晴

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

金
鏞
元

東
京
市
牛
込
区
市
ヶ
谷
薬
王
子
前
町
井
上
邸

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

朝
鮮
国
元
山
領
事
館
詰

領
事
代
理

久
水
三
郎

明
治
31
年

朝
鮮
国
釜
山
浦

貿
易
商

浜
口
辰
之
助

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏
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明
治
31
年

朝
鮮
国
京
城

金
鏞
元

東
京
市
牛
込
区
市
ヶ
谷
薬
王
子
前
町
井
上
邸

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

明
治
32
年

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

金
鏞
元

東
京
市
牛
込
区
市
ヶ
谷
薬
王
子
前
町
井
上
邸

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

明
治
33
年

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
京
城
外
務
衙
門

主
事

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

金
鏞
元

東
京
市
牛
込
区
市
ヶ
谷
薬
王
子
前
町
井
上
邸

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

明
治
34
年

朝
鮮
国
釜
山
浦

朴
琪
■

朝
鮮
国
京
城
外
務
衛
門

鄭
秉
夏

朝
鮮
国
京
城

金
鏞
元

東
京
市
牛
込
区
市
ヶ
谷
薬
王
子
前
町
井
上
邸

兪
吉
濬

朝
鮮
国
京
城

閔
泳
翊

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（四）
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